
平成27年10月30日

Ⅰ 基本情報
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙを取り扱
う事務

2 事務の内容
4 転入届に基づき住民票の記載をした際の転
出元市町村に対する通知を行う。

2 事務の内容
4 転出届に基づき住民票の記載をした際の転
出先市町村に対する通知又は転出証明書の交
付を行う。

平成27年10月30日

Ⅱ 特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要
[1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名(1)
【平成27年12月末まで使用】
住民記録個人ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ〕
2.基本情報

5保有開始日平成27年7月予定 5保有開始日平成27年7月3日

平成27年10月30日

Ⅰ 基本情報
7.評価実施機関における担当
部署

2所属長
戸籍住民課長 志村 将憲

2所属長
戸籍住民課長 小野塚 知子

平成27年10月30日

Ⅰ 基本情報
4.特定個人情報ﾌｧｲﾙを取り扱
う理由

2実現が期待されるメリット
(略)さらに、個人番号ｶｰﾄﾞのICﾁｯﾌﾟに格納さ
れる公的個人認証は、そのｵﾝﾗｲﾝ上の本人確認
機能により、ｺﾝﾋﾞﾆから住民票の写し等の各種
証明書の取得が可能となる。

2実現が期待されるメリット
(略)さらに、個人番号ｶｰﾄﾞのICﾁｯﾌﾟに格納さ
れる電子証明書の情報を利用し、本人確認が可
能となることにより、ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱから住民票の
写し等の各種証明書の取得が可能となる。

平成28年7月21日

Ⅰ 基本情報
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙを取り扱
う事務
2事務の内容

(前略) また、住基法に基づいて住民基本台帳
のﾈｯﾄﾜｰｸ化を図り、全国住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽ
ﾃﾑ(以下「住基ﾈｯﾄ」という。)を都道府県と共同
して構築している。

(前略) また、住基法に基づいて住民基本台帳
のﾈｯﾄﾜｰｸ化を図り、全国住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽ
ﾃﾑ(以下「住基ﾈｯﾄ」という。)を都道府県と共同
で構築した。

事後

平成27年10月30日

Ⅱ 特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要
〔1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名
(1)【平成27年12月末まで使
用】住民記録個人ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ〕
3.特定個人情報の入手･使用

9使用開始日平成27年7月1日 9使用開始日平成27年7月3日

過去分変更箇所一覧

変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成28年7月21日

Ⅰ 基本情報
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙを取り扱
う事務
2事務の内容

1 世帯(平成27年12月以前)･個人(平成28年
1月以降)を単位とする住民票を世帯ごとに編
成し、住民基本台帳を作成する。

1 個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成
し、住民基本台帳を作成する。

事後

平成28年7月21日

Ⅰ 基本情報
2.特定個人情報ﾌｧｲﾙを取り扱
う事務において使用するｼｽﾃﾑ
ｼｽﾃﾑ1➀ｼｽﾃﾑの名称

【平成28年1月から使用】既存住民記録ｼｽﾃﾑ(以
下「既存住記ｼｽﾃﾑという」)

既存住民記録ｼｽﾃﾑ(以下「既存住記ｼｽﾃﾑとい
う」)

事後

平成28年7月21日

Ⅰ 基本情報
2.特定個人情報ﾌｧｲﾙを取り扱
う事務において使用するｼｽﾃﾑ
ｼｽﾃﾑ1

【平成27年12月末まで使用】既存住民記録ｼｽﾃ
ﾑ(以下「既存住記ｼｽﾃﾑ」という。)

ｼｽﾃﾑ1 →削除 事後

平成28年7月21日

Ⅰ 基本情報
2.特定個人情報ﾌｧｲﾙを取り扱
う事務において使用するｼｽﾃﾑ

ｼｽﾃﾑ2 を ｼｽﾃﾑ1へ
ｼｽﾃﾑ3 を ｼｽﾃﾑ2へ
ｼｽﾃﾑ4 を ｼｽﾃﾑ3へ
ｼｽﾃﾑ5 を ｼｽﾃﾑ4へ
ｼｽﾃﾑ6 を ｼｽﾃﾑ5へ

事後

平成28年7月21日

Ⅰ 基本情報
2.特定個人情報ﾌｧｲﾙを取り扱
う事務において使用するｼｽﾃﾑ
ｼｽﾃﾑ1(既存住民記録ｼｽﾃﾑ)
3他ｼｽﾃﾑとの接続

[ ] 住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ [○] 住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ 事後

平成28年7月21日

Ⅰ 基本情報
2.特定個人情報ﾌｧｲﾙを取り扱
う事務において使用するｼｽﾃﾑ
ｼｽﾃﾑ1(既存住民記録ｼｽﾃﾑ)➁ｼｽﾃﾑの機能

※ｼｽﾃﾑ2については、平成28年1月からﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｼｽﾃﾑにより運用を開始する。

削除 事後



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成28年7月21日

Ⅰ 基本情報
2.特定個人情報ﾌｧｲﾙを取り扱
う事務において使用するｼｽﾃﾑ
ｼｽﾃﾑ2➁ｼｽﾃﾑの機能

4 既存住記ｼｽﾃﾑ連携
既存住記ｼｽﾃﾑ(本ｼｽﾃﾑにおいては、平成28年1
月から使用する既存住記ｼｽﾃﾑを指す)からの要
求に基づき、個人番号又は統一識別番号にひも
付く宛名情報等を通知する。

4 既存住記ｼｽﾃﾑ連携
既存住記ｼｽﾃﾑ(平成28年1月稼動)からの要求
に基づき、個人番号又は統一識別番号にひも付
く宛名情報等を通知する。

事後

平成28年7月21日

Ⅰ 基本情報
2.特定個人情報ﾌｧｲﾙを取り扱
う事務において使用するｼｽﾃﾑ
ｼｽﾃﾑ4➁ｼｽﾃﾑの機能

5 住民基本台帳ｶｰﾄﾞ(以下「住基ｶｰﾄﾞ」という。)
発行状況連携

削除 事後

平成28年7月21日

Ⅰ 基本情報
2.特定個人情報ﾌｧｲﾙを取り扱
う事務において使用するｼｽﾃﾑ
ｼｽﾃﾑ4➁ｼｽﾃﾑの機能

1 本人確認情報連携
既存住記ｼｽﾃﾑ(本ｼｽﾃﾑにおいては、平成28年1
月から使用する既存住記ｼｽﾃﾑを指す)において
住民票の記載事項の変更又は新規作成が発生
した場合、住基ﾈｯﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾊﾞｰ(以下「市町
村CS」という。)向け情報を生成し、連携する。

1 本人確認情報連携
既存住記ｼｽﾃﾑ(平成28年1月稼動)において住
民票の記載事項の変更又は新規作成が発生し
た場合、住基ﾈｯﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾊﾞｰ(以下「市町村
CS」という。)向け情報を生成し、連携する。

事後

平成28年7月21日

Ⅰ 基本情報
2.特定個人情報ﾌｧｲﾙを取り扱
う事務において使用するｼｽﾃﾑ
ｼｽﾃﾑ2(団体内統合宛名ｼｽﾃﾑ)➁ｼｽﾃﾑの機能

※ｼｽﾃﾑ3については、平成28年1月からﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｼｽﾃﾑにより運用を開始する。

削除 事後

平成28年7月21日

Ⅰ 基本情報
2.特定個人情報ﾌｧｲﾙを取り扱
う事務において使用するｼｽﾃﾑ
ｼｽﾃﾑ4➁ｼｽﾃﾑの機能

6 個人番号生成要求･変更要求･結果連携
7 個人番号ｶｰﾄﾞ発行状況連携
8 送付先情報連携

5 個人番号生成要求･変更要求･結果連携
6 個人番号ｶｰﾄﾞ発行状況連携
7 送付先情報連携

事後



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成28年7月21日
Ⅰ 基本情報
3.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名

(1).【平成27年12月末まで使用】住民記録個
人ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
(2).【平成28年1月から使用】住民記録ﾌｧｲﾙ
(3).本人確認情報ﾌｧｲﾙ
(4).送付先情報ﾌｧｲﾙ

(1).住民記録ﾌｧｲﾙ
(2).本人確認情報ﾌｧｲﾙ
(3).送付先情報ﾌｧｲﾙ

事後

平成28年7月21日

Ⅰ 基本情報
2.特定個人情報ﾌｧｲﾙを取り扱
う事務において使用するｼｽﾃﾑ
ｼｽﾃﾑ4(住基ﾈｯﾄ連携ｼｽﾃﾑ)➁ｼｽﾃﾑの機能

※ｼｽﾃﾑ5については、平成28年1月からﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞｼｽﾃﾑにより運用を開始する。

削除 事後

平成28年7月21日

Ⅰ 基本情報
4.特定個人情報ﾌｧｲﾙを取り扱
う理由➀実務実施上の必要性

3 本人確認情報ﾌｧｲﾙ
4 送付先情報ﾌｧｲﾙ

2 本人確認情報ﾌｧｲﾙ
3 送付先情報ﾌｧｲﾙ

事後

平成28年7月21日

Ⅰ 基本情報
4.特定個人情報ﾌｧｲﾙを取り扱
う理由➀実務実施上の必要性

2 【平成28年1月から使用】住民記録ﾌｧｲﾙ 1 住民記録ﾌｧｲﾙ 事後

平成28年7月21日

Ⅰ 基本情報
4.特定個人情報ﾌｧｲﾙを取り扱
う理由➀実務実施上の必要性

1 【平成27年12月末まで使用】住民記録個人
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
(1)住基法及び行政手続きにおける特定の個人
を識別するための番号の利用等に関する法律
(以下、「番号法」という。)において、住民基本台
帳上の住民に個人番号を付番し、住民票に記載
することとされている。
(2)住基法及び番号法において、個人番号を含
む住民票の写しや個人番号の変更等を行うこと
とされている。

削除 事後

平成28年7月21日

Ⅰ 基本情報
4.特定個人情報ﾌｧｲﾙを取り扱
う理由➁実現が期待されるメリット

(前略)さらに、個人番号ｶｰﾄﾞのICﾁｯﾌﾟに格納
される公的個人認証は、そのｵﾝﾗｲﾝ上の本人確
認機能により、ｺﾝﾋﾞﾆから住民票の写し等の各
種証明書の取得が可能となる。

(前略)さらに、個人番号ｶｰﾄﾞのICﾁｯﾌﾟに格納
される電子証明書の情報を利用し、本人確認が
可能となることにより、ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱから住民票
の写し等の各種証明書の取得が可能となる。

事後



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成28年7月21日 Ⅱ 特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要
(1)【平成27年12月末まで使用】住民記録個人
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

削除 事後

平成28年7月21日

Ⅰ 基本情報
7.評価実施機関における担当
部署➁所属長

戸籍住民課 小野塚 知子 戸籍住民課 大野 容一 事後

平成28年7月21日
Ⅱ 特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名

(4)送付先ﾌｧｲﾙ (3)送付先ﾌｧｲﾙ 事後

平成28年7月21日
Ⅱ 特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名

(3)本人確認情報ﾌｧｲﾙ (2)本人確認情報ﾌｧｲﾙ 事後

平成28年7月21日
Ⅱ 特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名

(2)【平成28年1月から使用】住民記録ﾌｧｲﾙ (1)住民記録ﾌｧｲﾙ 事後

平成28年7月21日

Ⅱ 特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名
(3)送付先情報ﾌｧｲﾙ
5.特定個人情報の提供･移転
(委託に伴うものを除く。)
⑥提供方法

[ ○ ]電子記録媒体(ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘを除く。) [   ]電子記録媒体(ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘを除く。) 事後

平成28年7月21日

Ⅱ 特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名
(3)送付先情報ﾌｧｲﾙ
3.特定個人情報の入手･使用➇使用方法

既存住記ｼｽﾃﾑより個人番号の通知対象者の情
報を取得し、総務省令第35条(通知ｶｰﾄﾞ･個人
番号ｶｰﾄﾞ関連事務の委任)に基づき事務を委任
する機構に対し、住基ﾈｯﾄ又は電子記録媒体を
用いて送付先情報を提供する(既存住記ｼｽﾃﾑ→
市町村CS又は電子記録媒体→個人番号ｶｰﾄﾞ管
理ｼｽﾃﾑ(機構))

既存住記ｼｽﾃﾑより個人番号の通知対象者の情
報を取得し、総務省令第35条(通知ｶｰﾄﾞ･個人
番号ｶｰﾄﾞ関連事務の委任)に基づき事務を委任
する機構に対し、住基ﾈｯﾄを用いて送付先情報
を提供する(既存住記ｼｽﾃﾑ→市町村CS→個人
番号ｶｰﾄﾞ管理ｼｽﾃﾑ(機構))

事後

平成28年7月21日

Ⅱ 特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名
(3)送付先情報ﾌｧｲﾙ
3.特定個人情報の入手･使用
④入手に係る妥当性

(前略)また、被災者やDV被害者等、住民票上
の住所以外の居所を送付先として登録する必
要のある者については、本人から居所情報の登
録申請を書面で受け付けることにより送付先情
報ﾌｧｲﾙを作成する予定である。

(前略)また、通知ｶｰﾄﾞ初期発送分については、
被災者やDV被害者等、住民票上の住所以外の
居所を送付先として登録する必要のある者につ
いて、本人から居所情報の登録申請を書面で受
け付けることにより送付先情報ﾌｧｲﾙを作成し
た。

事後



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成28年7月21日
(別添2)特定個人情報ﾌｧｲﾙ記
録項目

3 本人確認情報ﾌｧｲﾙ
4 送付先情報ﾌｧｲﾙ

2 本人確認情報ﾌｧｲﾙ
3 送付先情報ﾌｧｲﾙ

事後

平成28年7月21日
(別添2)特定個人情報ﾌｧｲﾙ記
録項目

2.【平成28年1月から使用】住民記録ﾌｧｲﾙ 1.住民記録ﾌｧｲﾙ 事後

平成28年7月21日
(別添2)特定個人情報ﾌｧｲﾙ記
録項目

1.【平成27年12月末まで使用】住民記録個人
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
1.個人番号、2.住記個人番号(内部番号)、3.住
記世帯番号(内部番号)、4.住記世帯構成員番
号(内部番号)、5.消除情報、6.住民票ｺｰﾄﾞ、7.
氏名情報、8.生年月日、9.性別、10.続柄、11.
区民となった年月日、12.現住所住定年月日、
13.前住欄住定年月日、14.異動情報、15.転出
年月日、16.住民票発行情報、17.通知確認修正
年月日、18.本籍地情報、19.転入前住所情報、
20.転出先住所情報、21.最終住民登録情報、
22.再交付年月日、23.現住所情報、24.区内
前住所情報、25.世帯主情報、26.事実上の世
帯主又は管理人情報、27.筆頭者情報、28.旧
氏、29.転出先世帯主名、30.住民票ｺｰﾄﾞ付番
日、31.最終異動受付年月日、32.最終CS電文
情報、33.外国人ﾌﾗｸﾞ

削除 事後

平成28年7月21日

Ⅲ 特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱
いﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策(住
民記録ﾌｧｲﾙ)
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名(住民
記録ﾌｧｲﾙ)

(2)【平成28年1月から使用】住民記録ﾌｧｲﾙ (1)住民記録ﾌｧｲﾙ 事後

平成28年7月21日
Ⅲ 特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱
いﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策

(1)【平成27年12月末まで使用】住民記録個人
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

削除 事後



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成28年7月21日

Ⅲ 特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱
いﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策(住
民記録ﾌｧｲﾙ)
2.特定個人情報の入手(情報
提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑを通じた入手
を除く。)
ﾘｽｸ1:目的外の入手が行われ
るﾘｽｸ対象者以外の情報の入
手を防止するための措置内容

(前略)既存住記ｼｽﾃﾑ(当該ﾌｧｲﾙに係るﾘｽｸ対策
においては、平成28年1月から使用する既存住
記ｼｽﾃﾑを指す)と住基ﾈｯﾄとのｼｽﾃﾑ連携仕様に

(前略)既存住記ｼｽﾃﾑと住基ﾈｯﾄとのｼｽﾃﾑ連携仕
様に

事後

平成29年10月12日

Ⅰ 基本情報
2.特定個人情報ﾌｧｲﾙを取り扱
う事務において使用するｼｽﾃﾑ
ｼｽﾃﾑ4➁ｼｽﾃﾑの機能

 市町村CSから受け付けた住基ｶｰﾄﾞ発行情報
を保持し、既存住記ｼｽﾃﾑ向け情報生成後、連携
する。

削除

平成28年7月21日

Ⅴ 開示請求、問い合わせ
2.特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
に関する問い合わせ➀連絡先

電話:03-5722-9257 電話:03-5722-9350 事後

平成28年7月21日

Ⅴ 開示請求、問い合わせ
1.特定個人の開示･訂正･利用
停止請求➀請求先

電話:03-5722-9257 電話:03-5722-9350 事後

平成29年10月12日

Ⅰ 基本情報
6.情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑによる
情報連携➁法令上の根拠

番号法第19条第7号並びに別表第二の1、2、
3、4、6、8、9、11、16、18、20、21、23、
27、30、31、34、35、37、38、39、40、
42、48、53、54、57、58、59、61、62、
66、67、70、77、80、84、89、91、92、
94、96、101、102、103、105、106、108、
111、112、113、114、116、117及び120の
項

番号法第19条第7号並びに別表第二の1、2、
3、4、6、8、9、11、16、18、20、21、23、
27、30、31、34、35、37、38、39、40、
42、48、53、54、57、58、59、61、62、
66、67、70、74、77、80、84、85の2、
89、91、92、94、96、101、102、103、
105、106、108、111、112、113、114、
116、117及び120の項



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成29年10月12日

Ⅱ 特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名
(3)送付先情報ﾌｧｲﾙ
3.特定個人情報の入手･使用
④入手に係る妥当性

また、通知ｶｰﾄﾞ初期発送分については、被災者
やDV被害者等、住民票上の住所以外の居所を
送付先として登録する必要のある者について、
本人から居所情報の登録申請を書面で受け付
けることにより送付先情報ﾌｧｲﾙを作成した。

また、被災者やDV被害者等、住民票上の住所
以外の居所を送付先として登録する必要のある
者について、届出に基づいて送付先情報ﾌｧｲﾙを
作成する。

平成29年10月12日

Ⅱ 特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名
(3)送付先情報ﾌｧｲﾙ
3.特定個人情報の入手･使用
③入手の時期･頻度

使用開始日から通知ｶｰﾄﾞ送付までの一定の期
間に、番号法施行日時点における住民の送付先
情報をまとめて入手する(以降、新たに個人番
号の通知対象者が生じた都度入手する)。

新たに個人番号の通知対象者が生じた都度入
手する。

平成29年10月12日

Ⅲ 特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱
いﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名
(1)住民記録ﾌｧｲﾙ
3.特定個人情報の使用
ﾘｽｸ2:権限のない者(元職員、
ｱｸｾｽ権限のない職員等)に
よって不正に使用されるﾘｽｸ
ﾕｰｻﾞ認証の管理
具体的な管理方法

･職員個人単位でIDを割り当て、ｼｽﾃﾑ利用の際
はID及びﾊﾟｽﾜｰﾄﾞによる認証を行う。
･ID･ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞの他者への貸与を禁止する。

ｼｽﾃﾑ利用は、所属長が認めた職員等のIDにつ
いて操作権限を割り当て、生体(指静脈)情報と
ともにﾊﾟｽﾜｰﾄﾞによる二要素認証を行ってい
る。

事前 1重要な変更

平成29年10月12日

Ⅲ 特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱
いﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名
(1)住民記録ﾌｧｲﾙ
2.特定個人情報の入手
ﾘｽｸ2:不適切な方法で入手が
行われるﾘｽｸ
ﾘｽｸに対する措置の内容

･既存住記ｼｽﾃﾑは、ｼｽﾃﾑを利用する必要がある
職員を特定し、ﾕｰｻﾞｰIDによる識別とﾊﾟｽﾜｰﾄﾞに
よる認証を行うとともに、操作ﾛｸﾞによる証跡を
記録する。

･既存住記ｼｽﾃﾑは、ｼｽﾃﾑを利用する必要がある
職員を特定し、生体(指静脈)情報とﾊﾟｽﾜｰﾄﾞに
よる二要素認証を行うとともに、操作ﾛｸﾞによる
証跡を記録する。

事前 1重要な変更

平成29年10月12日

Ⅱ 特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名
(3)送付先情報ﾌｧｲﾙ
3.特定個人情報の入手･使用➇使用方法

住基ﾈｯﾄ又は電子記録媒体を用いて送付先情報
を提供する

住基ﾈｯﾄを用いて送付先情報を提供する 事前 1重要な変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成29年10月12日

Ⅲ 特定個人情報ﾌｧｲﾙの取り
扱いﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名
(1)住民記録ﾌｧｲﾙ
4.特定個人情報ﾌｧｲﾙの取り扱
いの委託特定個人情報ﾌｧｲﾙの
閲覧者･更新者の制限
具体的な制限方法

･従事者のﾊﾟｽﾜｰﾄﾞは、その日の事務に従事する
者にのみ毎朝付与している(ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞは毎日変
更)。

･従事者の生体(指静脈)情報とﾊﾟｽﾜｰﾄﾞによる
二要素認証を行うとともに、操作ﾛｸﾞによる証
跡を記録する。

事前 1重要な変更

平成29年10月12日

Ⅲ 特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱
いﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名
(1)住民記録ﾌｧｲﾙ
3.特定個人情報の使用特定個
人情報の使用におけるその他
のﾘｽｸ及びそのﾘｽｸに対する措
置

(記載なし)

＜その他のﾘｽｸ＞
使用の際に特定個人情報が漏えい･紛失するﾘｽ
ｸ。
＜ﾘｽｸに対する措置の内容＞
･事務処理後や離席時は画面ﾛｯｸ(初期画面に戻
すこと)を徹底し、一定時間操作がない場合は、
ｽｸﾘｰﾝｾｰﾊﾞｰにより画面ﾛｯｸがかかる設定とす
る。
･画面のハードコピーは出来ない設定とする。
･PC統合管理ｿﾌﾄｳｪｱ等を用いて、ﾌｧｲﾙの作成、
更新、削除、複製といったﾌｧｲﾙ操作やｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
の稼動･印刷など、全ての操作を記録する。その
際にｸﾗｲｱﾝﾄPCの操作だけでなく、ﾌｧｲﾙサーバ
等へのｱｸｾｽ先の情報資源に対する操作につい
ても記録する。更に、ｸﾗｲｱﾝﾄPCの不正操作に対
する禁止や警告の設定を行う。
･端末のﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲは、来庁者から見えない位置
に配置するとともに、のぞき見防止フィルター
を使用する。
･ﾃﾞｰﾀ出力に際しては、事前に管理責任者の承
認を得る。

事前 1重要な変更

平成29年10月12日

Ⅲ 特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱
いﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名
(1)住民記録ﾌｧｲﾙ
3.特定個人情報の使用
ﾘｽｸ4:特定個人情報ﾌｧｲﾙが不
正に複製されるﾘｽｸ
ﾘｽｸに対する措置の内容

･既存住記ｼｽﾃﾑの端末からは外部記録媒体を使
用して特定個人情報ﾌｧｲﾙの複製ができない仕
組みとする。
･IDを個人単位で付与することで、部外者がｱｸｾ
ｽできない仕組みとするとともに、ID保有者に
対しても業務上不要なﾃﾞｰﾀにｱｸｾｽできないよう
ｼｽﾃﾑ上制御し、さらにｱｸｾｽﾛｸﾞを記録する。

･既存住記ｼｽﾃﾑの端末は特定個人情報ﾌｧｲﾙの複
製ができない仕組みとする。
･ｼｽﾃﾑのﾃﾞｰﾀｱｸｾｽについては、操作者ごとに必
要な権限のみを設定し、ｱｸｾｽﾛｸﾞを記録する。
･各端末での外部記憶媒体用のインターフェー
スを封じ、USBﾒﾓﾘ等への複写ができない仕組
みとする。

事前 1重要な変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成29年10月12日

Ⅵ 評価実施手続き
1.基礎項目評価➀実施日

41957 42944

平成29年10月12日
Ⅳ その他のﾘｽｸ対策
3.その他のﾘｽｸ対策

(記載なし)

＜その他のﾘｽｸ＞
ｼｽﾃﾑ保守業務におけるﾘｽｸ
＜ﾘｽｸに対する措置の内容＞
ｼｽﾃﾑの保守業務委託では、ｿﾌﾄｳｪｱ･ﾌﾟﾛｸﾞラム等
のｾｯﾄｱｯﾌﾟ･ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ時や障害対応時等など
専門性の高い作業に限り特定個人情報ﾌｧｲﾙを
保有しているﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽにｱｸｾｽできる権限を付
与して作業を行っている。これらの作業は、直接
特定個人情報を取扱うものではないが、一定の
管理区域内で職員立会い、入退室管理、権限管
理、ﾛｸﾞ管理等により、ｾｷｭﾘﾃｨを確保している。

事前 1重要な変更

平成29年10月12日

Ⅳ その他のﾘｽｸ対策
1.監査➁監査
具体的な内容

＜内部監査＞
年に1回、組織内に置かれた監査担当により、次
の観点による自己監査を実施し、監査結果を踏
まえて体制や規定を改善する。
･評価書記載事項と運用実態のﾁｪｯｸ
･個人情報保護に関する規定及び体制の整備
･個人情報保護に関する人的安全管理措置
･職員の役割責任の明確化及び安全管理措置の
周知･教育
･個人情報保護に関する技術的安全管理措置

＜内部監査＞
年に1回、組織内に置かれた監査担当により、次
の観点による自己監査を実施し、監査結果を踏
まえて体制や規定を改善する。
･評価書記載事項と運用実態のﾁｪｯｸ
･個人情報保護に関する規定及び体制の整備
･個人情報保護に関する人的安全管理措置
･職員の役割責任の明確化及び安全管理措置の
周知･教育
･個人情報保護に関する技術的安全管理措置
＜外部監査＞
第三者の監査人による情報ｾｷｭﾘﾃｨ監査を実施
する。

事前 1重要な変更

平成29年10月12日

Ⅵ 評価実施手続き
2.国民･住民等からの意見の
聴取➁実施日･期間

(省略)
平成29年8月15日から平成29年9月15日ま
で



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成29年10月12日

Ⅵ 評価実施手続き
2.国民･住民等からの意見の
聴取
⑤評価書への反映

(省略) 反映なし

平成29年10月12日

Ⅵ 評価実施手続き
2.国民･住民等からの意見の
聴取
④主な意見の内容

(省略) 意見なし

令和1年10月1日 Ⅰ－１－②事務の内容 （省略）

（下記を追加）
なお、「８　個人番号の通知及び個人番号カード
の交付を行う。」に係る事務については、行政手
続における特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律の規定による通知カード
及び個人番号カード並びに情報提供ネットワー
クシステムによる特定個人情報の提供等に関す
る省令（平成２６年１１月２０日総務省令第８５
号）（以下「通知カード及び個人番号カード省令」
という。）第３５号（通知カード、個人番号カード
関連事務の委任）により機構に対する事務の一
部の委任が認められている。
そのため、当該事務においては、事務を委任す
る機構に対する情報の提供を含めて特定個人
情報ファイルを使用する。

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更

平成29年10月12日

Ⅵ 評価実施手続き
3.第三者点検
③結果

(省略)

特定個人情報の取り扱いやｾｷｭﾘﾃｨ対策などに
ついて質疑があった。そのほか、番号制度全般
等に関する質疑があった。
なお、特定個人情報の使用におけるその他のﾘｽ
ｸに対し、記載が無いとの指摘を受け、その他の
ﾘｽｸの具体的な内容を評価書に追記した。

平成29年10月12日

Ⅵ 評価実施手続き
3.第三者点検➀実施日

(省略) 43010



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和1年10月1日 Ⅰ－６ー②法令上の根拠
（前略）
１１７及び１２０の項

（現行に同じ）
１１７及び１２０の項並びに同項第２欄及び第４欄
に規定する主務省令（※）の該当条項
※主務省令：番号法別表第２の主務省令で定め
る事務及び情報を定める命令（平成２６年内閣
府・総務省令第７号）

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更

令和1年10月1日 Ⅰ－５ー法令上の根拠
（前略）
３　総務省令

（現行に同じ）
３　通知カード及び個人番号カード省令

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更

令和1年10月1日
Ⅰ－４－①事務実施上の必要
性

（前略）
（行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律の規定による通
知カード及び個人番号カード並びに情報提供
ネットワークシステムによる特定個人情報の提
供等に関する省令（以下、「通知カード及び番号
カード省令」という。）第３５条（通知カード、個人
番号カード関連事務の委任）により機構に対す
る事務の一部が認められている。）

（現行に同じ）
（通知カード及び個人番号カード省令第３５条
（通知カード、個人番号カード関連事務の委任）
により機構に対する事務の一部の委任が認めら
れている。）

事後 重要な変更に該当しない変更

令和1年10月1日
（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４ー委託の有無

[委託する]
（１件）

[委託する]
（４件）

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－３－⑦使用の主体ー使用
部署

戸籍住民課、北部地区サービス事務所、中央地
区サービス事務所、南部地区サービス事務所、
西部地区サービス事務所

戸籍住民課、北部地区サービス事務所、中央地
区サービス事務所、南部地区サービス事務所、
西部地区サービス事務所、情報課（※）
※情報課はシステムの運用管理部署

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－２－③対象となる本人の
範囲

区域内の住民
※消除者を含む。

区域内の住民（住基法第５条（住民基本台帳の
備付け）に基づき住民基本台帳に記録された住
民を指す。）
※番号法施行日（平成２７年１０月５日）以前に、
転出・死亡等の事由により住民票が消除された
者を除く。

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和1年10月1日
（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項２

― システム運用・保守業務 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項１－⑤委託
先の確認方法

目黒区公式ホームページ上で公表している。 問い合わせがあった場合は随時回答する。 事後 重要な変更に該当しない変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項１－②ー対
象となる本人の範囲

区域内の住民
※消除者を含む。

上記２．③の「対象となる本人の範囲」と同じ。 事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項２ー②ー対
象となる本人の数

― [ 10万人以上100万人未満 ] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項２ー②取扱
いを委託する特定個人情報
ファイルの範囲

― [ 特定個人情報ファイルの全体 ] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項２ー①委託
内容

―

既存住基システム・団体内統合宛名システムを
含む基幹系システムの障害監視作業、障害復旧
作業、パッケージアプリケーション保守作業、
ジョブスケジューリングや帳票印刷等のシステ
ム運用作業、制度改正に伴う改修作業、職員か
らの問い合わせに対する調査、作業指示に基づ
くデータ抽出等

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項２ー③委託
先における取扱者数

― [ 10人以上50人未満 ] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項２ー②ーそ
の妥当性

―
特定個人情報ファイルに記録されている情報に
ついては、いずれも本委託業務において取り扱
わなければならなくなる可能性があるため

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項２ー②ー対
象となる本人の範囲

― 上記２．③の「対象となる本人の範囲」と同じ。 事前 重要な変更に該当する変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項２ー⑥委託
先名

―
株式会社アール・ケー・ケー・コンピューター・
サービス

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項２ー⑤委託
先名の確認方法

― 問い合わせがあった場合は随時回答する。 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項２ー④委託
先への特定個人情報ファイル
の提供方法

―
[ ○ ] その他（既存住基システムが格納されて
いるサーバー等での作業となるため、直接的な
特定個人情報ファイルの提供は行わない。）

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項２ー再委
託ー⑨再委託事項

―
必要データの抽出・取込み作業、システムの一部
機能についての開発元等関係事業者による保
守・改修対応等

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項２ー再委
託ー⑧再委託の許諾方法

―

委託先から再委託の理由、再委託先の名称、代
表者及び所在地、再委託する業務内容、業務に
おける管理体制等を明示した再委託の申請を
受け、許諾の可否を判断

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項２ー再委
託ー⑦再委託の有無

― [ 再委託する ] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項３ー②取扱
いを委託する特定個人情報
ファイルの範囲

― [ 特定個人情報ファイルの全体 ] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項３ー①委託
内容

―

データセンターでの既存住基システム・団体内
統合宛名システムを含む基幹系システムの基盤
環境の構築、運用、システム移行業務、システム
のデータの滅失等に備えたバックアップデータ
の別拠点での保管等

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日
（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項３

― 基盤環境運用業務（予定） 事前 重要な変更に該当する変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項３ー②ーそ
の妥当性

―
特定個人情報ファイルに記録されている情報に
ついては、いずれも本委託業務において取り扱
わなければならなくなる可能性があるため

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項３ー②ー対
象となる本人の範囲

― 上記２．③の「対象となる本人の範囲」と同じ。 事後 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項３ー②ー対
象となる本人の数

― [ 10万人以上100万人未満 ] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項３ー⑤委託
先名の確認方法

― 問い合わせがあった場合は随時回答する。 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項３ー④委託
先への特定個人情報ファイル
の提供方法

―

[　〇　] 専用線
[　○　] その他（サーバーでのシステム操作・作
業用端末でのシステム操作（直接的な特定個人
情報ファイルの提供は行わない。）

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項３ー③委託
先における取扱者数

― [ 10人以上50人未満 ] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項３ー再委
託ー⑧再委託の許諾方法

―

委託先から再委託の理由、再委託先の名称、代
表者及び所在地、再委託する業務内容、業務に
おける管理体制等を明示した再委託の申請を
受け、許諾の可否を判断

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項３ー再委
託ー⑦再委託の有無

― [ 再委託する ] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項３ー⑥委託
先名

― 未定 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項３ー再委
託ー⑨再委託事項

―
上記①の委託内容のうち、必要最小限の範囲内
で区が認める事項

事前 重要な変更に該当する変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項４ー①委託
内容

―
システムのデータの滅失等に備えたバックアッ
プデータの遠隔地保管及び集配

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日
（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項４

―
磁気媒体等外部保管（令和２年１２月まで（予
定））

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項４ー②ー対
象となる本人の範囲

― 上記２．③の「対象となる本人の範囲」と同じ。 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項４ー②ー対
象となる本人の数

― [ 10万人以上100万人未満 ] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項４ー②取扱
いを委託する特定個人情報
ファイルの範囲

― [ 特定個人情報ファイルの全体 ] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項４ー④委託
先への特定個人情報ファイル
の提供方法

―
[　〇　] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除
く。）

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項４ー③委託
先における取扱者数

― [ 10人以上50人未満 ] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項４ー②ーそ
の妥当性

―
災害等によるデータ滅失等によるリスク回避の
ためには、特定個人情報ファイル全体のバック
アップデータが必要であるため

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項４ー⑥委託
先名

― 株式会社ワンビシアーカイブズ 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項４ー⑤委託
先名の確認方法

― 問い合わせがあった場合は随時回答する。 事前 重要な変更に該当する変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－４－委託事項４ー再委
託ー⑦再委託の有無

― [ 再委託しない ] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－５－移転先１－⑥移転方
法

[　○　] 庁内連携システム
[　　　] 専用線
[　　　] その他（　　　　　　　　　　）

[　　　] 庁内連携システム
[　〇　] 専用線
[　〇　] その他（ 緊急時等には電子記録媒体・
紙による移転も可とする。 ）

事後 重要な変更に該当しない変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－５－提供先１－⑤提供す
る情報の対象となる本人の範
囲

住民基本台帳に登録されている者のうち、個人
番号を有する者

上記２．③の「対象となる本人の範囲」と同じ。 事後 重要な変更に該当しない変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－６－①保管場所

区庁舎内にある専用の機械室に設置保管し、電
子錠による入退室管理、監視カメラによる２４
時間監視等により厳重な管理を行う。

＜目黒区における措置＞
１　令和２年１２月まで（予定）
・システムのサーバー（システム障害時における
証明書発行等の対応のため縮退運用環境用
サーバーを含む。）は、区施設内にある専用の機
械室に設置保管し、電子錠による入退室管理、
監視カメラによる２４時間監視等により厳重な
管理を行う。
・システムで取り扱う特定個人情報は、サーバー
のデータベース内に保存する。
・バックアップデータを保存した電子記録媒体
は、別途遠隔地に保管し、委託により安全管理
措置が講じられた場所で管理する。
２　令和３年１月以降（予定）
・システムのサーバー群（システム障害時におけ
る証明書発行等の対応のため縮退運用環境用
サーバーを除く。）は、入館及びサーバー室への
入室を厳重に管理している外部データセンター
に設置する。
・システム障害時における証明書発行等の対応
のため縮退運用環境用サーバーは、区施設内に
ある専用の機械室（電子錠による入退室管理、
監視カメラによる２４時間監視等による厳重な
管理実施）又は外部データセンター（入館及び
サーバー室への入室の厳重管理実施）に設置す
る。
・システムで取り扱う特定個人情報は、サーバー
のデータベース内に保存する。
・バックアップデータは、外部データセンター内
で管理する。

事前 重要な変更に該当する変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和1年10月1日
（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－６－③消去方法

（前略）
＜中間サーバー・プラットフォーム（※）における
措置＞
・特定個人情報の消去は目黒区からの操作に
よって実施されるため、通常、中間サーバー・プ
ラットフォームの保守・運用を行う事業者が特定
個人情報を消去することはない。
・ディスク交換やハード更改等の際は、中間サー
バー・プラットフォームの保守・運用を行う事業
者において、保存された情報が読み出しできな
いよう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用し
て完全に消去する。
（※）各地方公共団体の経費節減、セキュリティ、
運用の安定性の確保の観点から、クラウドの積
極的な活用により共同化・集約化を図るため、
機構により整備・運用される中間サーバーの拠
点

（現行に同じ）
＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
・特定個人情報の消去は目黒区からの操作に
よって実施されるため、通常、中間サーバー・プ
ラットフォームの保守・運用を行う事業者が特定
個人情報を消去することはない。
・ディスク交換やハード更改等の際は、中間サー
バー・プラットフォームの保守・運用を行う事業
者において、保存された情報が読み出しできな
いよう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用し
て完全に消去する。

事後 重要な変更に該当しない変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－６－①保管場所
の続き

―

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
１　中間サーバー･プラットフォーム（※）はデータ
センターに設置しており、データセンターへの入
館及びサーバー室への入室を厳重に管理する。
２　特定個人情報は、サーバー室に設置された
中間サーバーのデータベース内に保存し、バッ
クアップもデータベース上に保存する。
（※）各地方公共団体の経費節減、セキュリティ、
運用の安定性の確保の観点から、クラウドの積
極的な活用により共同化・集約化を図るため、
地方公共団体情報システム機構により整備・運
用される中間サーバーの拠点

事前 重要な変更に該当する変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和1年10月1日
（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ－７．備考

―

現行システムのデータセンター化に伴う構築・移
行業務（本特定個人情報ファイルの取扱いを含
む。）の委託を予定
１　構築業務
・基盤環境運用業務の委託事項として実施
２　移行業務
・システム運用・保守業務又は基盤環境運用業
務の委託事項として実施

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日
（本人確認情報ファイル）
Ⅱ－３ー⑥使用目的

・住基法第３０条の６（市町村長から都道府県知
事への本人確認情報の通知等）に基づき、個人
番号を含む本人確認情報を作成し、住基ネット
を通じて東京都サーバーに通知するため
・特例転入届や広域交付住民票の請求受付時の
本人確認等住民基本台帳に関する事務におい
て、本人確認情報の検索・照会を行うため

住基ネットを通じて全国共通の本人確認を行う
ため、本特定個人情報ファイル（本人確認情報
ファイル）において区域内の全ての住民の情報
を保有し、住民票に記載されている住民全員の
記録を常に正確に更新・管理・提供する。

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更

令和1年10月1日
（本人確認情報ファイル）
Ⅱ－３ー①入手元

[　〇　] 行政機関・独立行政法人等（地方公共
団体情報システム機構）
[　〇　] 地方公共団体・地方独立行政法人（他
地方公共団体）
[　○　] その他（ 既存住基システム ）

[　　　] 行政機関・独立行政法人等（
）
[　　　] 地方公共団体・地方独立行政法人（
）
[　○　] その他（ 自部署 ）

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅱ－２ー③対象となる本人の
範囲

区域内の住民
※消除者を含む。

区域の住民（住基法第５条(住民基本台帳)の備
付け）に基づき住民基本台帳に記録された住民
を指す。）
※住民基本台帳に記録されていた者で、転出等
の事由により住民票が消除（死亡による消除を
除く。）された者（以下「消除者」という。）を含
む。

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更

令和1年10月1日
（本人確認情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託の有無

[ 委託しない ]
（　）件

[ 委託する ]
（２）

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅱ－３ー⑦使用の主体ー使用
部署

戸籍住民課、北部地区サービス事務所、中央地
区サービス事務所、南部地区サービス事務所、
西部地区サービス事務所所

戸籍住民課、北部地区サービス事務所、中央地
区サービス事務所、南部地区サービス事務所、
西部地区サービス事務所所、情報課（※）
※情報課はシステムの運用管理部署

事前 重要な変更に該当する変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和1年10月1日
（本人確認情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1

― システム運用・保守業務 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー②ー対
象となる本人の数

― [ 10万人以上100万人未満 ] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー②取扱
いを委託する特定個人情報
ファイルの範囲

― [ 特定個人情報ファイルの全体 ] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー①委託
内容

―

住民基本台帳ネットワークシステム（市町村ＣＳ。
コミュニケーションサーバ）の障害監視作業、障
害復旧作業、パッケージアプリケーション保守作
業、ジョブスケジューリング等のシステム運用作
業、職員からの問い合わせに対する調査、作業
指示に基づくデータ抽出等

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー③委託
先における取扱者数

― [ 10人以上50人未満 ] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー②ーそ
の妥当性

―
特定個人情報ファイルに記録されている情報に
ついては、いずれも本委託業務において取り扱
わなければならなくなる可能性があるため

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー②ー対
象となる本人の範囲

― 上記２．③の「対象となる本人の範囲」と同じ。 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー⑤委託
先名の確認方法

― 問い合わせがあった場合は随時回答する。 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー④委託
先への特定個人情報ファイル
の提供方法

―

[　〇　] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除
く。）
[　〇　] その他（サーバーでのシステム操作・作
業用端末でのシステム操作（直接的な特定個人
情報ファイルの提供は行わない。）

事前 重要な変更に該当する変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー⑥委託
先名

― 未定 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー再委
託ー⑨再委託事項

―
上記①の委託内容のうち、必要最小限の範囲内
で区が認める事項

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー再委
託ー⑧再委託の許諾方法

―

委託先から再委託の理由、再委託先の名称、代
表者及び所在地、再委託する業務内容、業務に
おける管理体制等を明示した再委託の申請を
受け、許諾の可否を判断

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー再委
託ー⑦再委託の有無

― [ 再委託する ] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項２ー②取扱
いを委託する特定個人情報
ファイルの範囲

― [ 特定個人情報ファイルの全体 ] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項２ー①委託
内容

―
システムのデータの滅失等に備えたバックアッ
プデータの遠隔地保管及び集配

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日
（本人確認情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項２

―
磁気媒体等外部保管（令和２年１２月まで（予
定））

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー②ーそ
の妥当性

―
災害等によるデータ滅失等によるリスク回避の
ためには、特定個人情報ファイル全体のバック
アップデータが必要であるため

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー②ー対
象となる本人の範囲

― 上記２．③の「対象となる本人の範囲」と同じ。 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー②ー対
象となる本人の数

― [ 10万人以上100万人未満 ] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー③委託
先における取扱者数

― [ 10人以上50人未満 ] 事前 重要な変更に該当する変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー⑤委託
先名の確認方法

― 問い合わせがあった場合は随時回答する。 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー④委託
先への特定個人情報ファイル
の提供方法

―
[　〇　] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除
く。）

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅱ－２ー③対象となる本人の
範囲

区域内の住民
※消除者を含む。

区域内の住民（住基法第５条（住民基本台帳の
備付け）に基づき住民基本台帳に記録された住
民を指す。）

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー再委
託ー⑦再委託の有無

― [ 再委託しない ] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー⑥委託
先名

― 株式会社ワンビシアーカイブズ 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日
（送付先情報ファイル）
Ⅱ－３ー⑥使用目的

総務省令第３５条（通知カード・個人番号カード
関連事務の委任）に基づく委任を受けて通知
カードの発送業務を行う機構に対し、業務に必
要な情報として送付先情報を作成し、総務省令
第３６条（通知カード・個人番号カード関連事務
に係る通知）に基づき通知する必要があるため

通知カード及び個人番号カード省令第３５条（通
知カード・個人番号カード関連事務の委任）に基
づく委任を受けて通知カードの発送業務を行う
機構に対し、業務に必要な情報として送付先情
報を作成し、通知カード及び個人番号カード省
令第３６条（通知カード・個人番号カード関連事
務に係る通知）に基づき通知する必要があるた
め

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更

令和1年10月1日
（送付先情報ファイル）
Ⅱ－３ー①入手元

[　○　] 本人又は本人の代理人
[　○　] その他（既存住基システム ）

[　　　] 本人又は本人の代理人
[　○　] その他（ 自部署 ）

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更

令和1年10月1日
（送付先情報ファイル）
Ⅱ－２ー④－主な記録項目

[　○　] その他（ 通知カードの送付先の情報 ）
[　○　] その他（ 通知カード及び交付申請書の
送付先の情報 ）

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅱ－３ー⑦使用の主体ー使用
部署

戸籍住民課、北部地区サービス事務所、中央地
区サービス事務所、南部地区サービス事務所、
西部地区サービス事務所

戸籍住民課、北部地区サービス事務所、中央地
区サービス事務所、南部地区サービス事務所、
西部地区サービス事務所、情報課（※）
※情報課はシステムの運用管理部署

事前 重要な変更に該当する変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和1年10月1日
（送付先情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託の有無

[ 委託しない ]
（ 　 ）件

[ 委託する ]
（ １ ）件

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日
（送付先情報ファイル）
Ⅱ－３ー⑧使用方法

既存住基システムより個人番号の通知対象者の
情報を取得し、総務省令第３５条（通知カード・
個人番号カード関連事務の委任）に基づき事務
を委任する機構に対し、住基ネットを用いて送
付先情報を提供する（以下略）

既存住基システムより個人番号の通知対象者の
情報を取得し、通知カード及び個人番号カード
省令第３５条（通知カード・個人番号カード関連
事務の委任）に基づき事務を委任する機構に対
し、住基ネットを用いて送付先情報を提供する
（以下略）

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー②取扱
いを委託する特定個人情報
ファイルの範囲

― [ 特定個人情報ファイルの全体 ] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー①委託
内容

―

住民基本台帳ネットワークシステム（市町村ＣＳ。
コミュニケーションサーバ）の障害監視作業、障
害復旧作業、パッケージアプリケーション保守作
業、ジョブスケジューリング等のシステム運用作
業、職員からの問い合わせに対する調査、作業
指示に基づくデータ抽出等

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日
（送付先情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1

― システム運用・保守業務 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー②ーそ
の妥当性

―
特定個人情報ファイルに記録されている情報に
ついては、いずれも本委託業務において取り扱
わなければならなくなる可能性があるため

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー②ー対
象となる本人の範囲

― 上記２．③の「対象となる本人の範囲」と同じ。 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー②ー対
象となる本人の数

― [ 10万人以上100万人未満 ] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー③委託
先における取扱者数

― [ 10人以上50人未満 ] 事前 重要な変更に該当する変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー⑤委託
先名の確認方法

― 問い合わせがあった場合は随時回答する。 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー④委託
先への特定個人情報ファイル
の提供方法

―

[　〇　] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除
く。）
[　〇　] その他（サーバーの操作卓・作業用端末
でのシステム操作（直接的な特定個人情報ファ
イルの提供は行わない。）

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー再委
託ー⑧再委託の許諾方法

―

委託先から再委託の理由、再委託先の名称、代
表者及び所在地、再委託する業務内容、業務に
おける管理体制等を明示した再委託の申請を
受け、許諾の可否を判断

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー再委
託ー⑦再委託の有無

― [ 再委託する ] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー⑥委託
先名

― 未定 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅲ－５－リスク１－特定個人情
報の提供・移転の記録ー具体
的な方法

団体内統合宛名システム上で、情報照会の記録
（端末、職員、対象住民及び照会日時等）が逐一
保存される。

提供・移転の記録（端末、職員、対象住民及び照
会日時等）がシステムに逐一保存される。

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅲ－３－リスク１－事務で使用
するその他のシステムにおけ
る措置の内容

事務で使用するその他のシステムに対しても、
団体内統合宛名システムを経由して特定個人情
報の参照を行うため、個人番号利用事務以外の
事務従事者が参照する場合には、権限管理機能
により制御を行う。

事務で使用するその他のシステムにおいても、
個人番号利用事務以外の事務従事者が参照す
る場合には、権限管理機能により制御を行う。

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅱ－４ー委託事項1ー再委
託ー⑨再委託事項

―
上記①の委託内容のうち、必要最小限の範囲内
で区が認める事項

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅲ－５－リスク３－リスクに対
する措置の内容

・団体内統合宛名システムにおいて、番号法及
び同法に基づく条例に基づき、定められた情報
を定められた相手にのみ提供・移転を行うよう
設定を行う。
（以下略）

・番号法及び同法に基づく条例に基づき、定め
られた情報を定められた相手にのみ提供・移転
を行うようシステム設定を行う。
（以下現行と同じ）

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅲ－７－リスク１ー⑤－具体的
な対策の内容

・ハードウェア（サーバー）専用の機械室に設置
保管し、電子錠による入退室管理、監視カメラ
による２４時間監視等により厳重な管理をして
いる。
・端末内での特定個人情報の保管は禁止してい
る。
・特定個人情報が記載された書類は、鍵付の書
庫に保管する。
・作業スペースへの部外者の立ち入りを禁止し
ている。

１　区施設内のサーバー設置場所の管理
・区施設内の他の部屋とは区別し、専用の部屋
とする。
・出入口には、電子錠等による入退室を管理す
る設備を設ける。
・監視カメラによる２４時間監視を行う。
・許可されたもの以外の機器持込み・使用を禁
止する。
２　データセンターにおける管理（令和３年１月
以降予定）
・特定非営利活動法人日本データセンター協会
が定める安全管理基準により高い安全性を確
保する。
・データセンターの入館・サーバー室の入退室を
管理する設備を設ける。
・地震や火災など災害に対して、データ保全の
安全性・可用性を確保できる施設・設備とする。
・機器の故障や保守など一部設備の停止時にお
いて、コンピューティングサービスを継続して提
供できる冗長構成の設備を設ける。
３　バックアップデータの保管場所の管理
・バックアップデータが格納された電子記録媒
体の委託による外部保管場所は、地震や火災な
ど災害に対して、媒体（データ）の保全の安全
性・可用性を確保できる施設・設備とする。
・令和３年１月以降（予定）のバックアップデータ
は、データセンター内で管理する。

事前
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅲ－７－リスク１ー⑤－具体的
な対策の内容
の続き

―

４　本特定個人情報を取り扱う部屋の管理
・特定個人情報ファイル内のデータの参照・更新
をすることができる業務端末は、セキュリティワ
イヤーで固定する。
・特定個人情報が記載された書類は、鍵付きの
書庫に保管する。
・部外者の立入りを禁止する。
・許可されたもの以外の機器持込み・使用を禁
止する。
＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置
＞
中間サーバー･プラットフォームをデータセン
ターに構築し、設置場所への入退室者管理、有
人監視及び施錠管理をすることとしている。ま
た、設置場所はデータセンター内の専用の領域
とし、他テナントとの混在によるリスクを回避す
る。

事前
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅲ－４ー情報保護管理体制の
確認

―

１　情報セキュリティ対策・個人情報保護に関す
る社内規程・従事者への教育実施を確認する。
２　責任者の氏名・連絡先、事故発生時の緊急連
絡先を確認する。
３　委託業務に必要な認証等の資格を確認す
る。
４　必要に応じ、報告の徴取、目黒区職員による
立入調査を行う。

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日
（本人確認情報ファイル）
Ⅲ－４

４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託
[　〇　]委託しない

４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託
[　　　]委託しない

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（住民基本台帳ファイル）
Ⅲ－７－リスク１ー⑥－具体的
な対策の内容

・システムは、不正な侵入への対策が施された
固有のネットワークにより構成され、インター
ネットとの接続は行っていない。
・既存住基システムの端末には外部記憶媒体の
接続ができないよう設定されている。
・システム操作者の権限設定は、担当する業務
の内容に応じて詳細に設定し、アクセスログを
記録している。

＜目黒区における対策＞
１　システムは、不正な侵入への対策が施された
固有のネットワークにより構成され、インター
ネットとの接続は行っていない。
２　既存住基システムの端末には外部記憶媒体
の接続ができないよう設定されている。
３　システム操作者の権限設定は、担当する業務
の内容に応じて詳細に設定し、アクセスログを
記録している。
＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置
＞
１　中間サーバー・プラットフォームではUTM
（コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威
からネットワークを効率的かつ包括的に保護す
る装置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知及
び侵入防止を行うとともに、ログの解析を行
う。
２　中間サーバー・プラットフォームでは、ウイル
ス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新
を行う。
３　導入しているＯＳ及びミドルウェアについ
て、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行
う。

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅲ－４ー特定個人情報ファイ
ルの閲覧者・更新者の制限

― [　制限している　] 事前 重要な変更に該当する変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅲ－４ー特定個人情報ファイ
ルの取扱いの記録

― [　記録を残している　] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅲ－４ー特定個人情報ファイ
ルの閲覧者・更新者の制限ー
具体的な制限方法

―

１　委託先に業務従事者の名簿提出を求め、そ
の中から必要最小限の担当者にアクセス権限を
発効し、特定個人情報ファイルの取扱者を制限
する。
２　各担当者には、業務のために必要な範囲の
情報についてアクセス権限を発効する（磁気媒
体等外部保管業務は対象外）。

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅲ－４ー特定個人情報の提供
ルールー委託先から他者への
提供に関するルールの内容及
びルール遵守の確認方法

―

委託先による特定個人情報の第三者への提供
は認めないこととし、委託業務の状況に関する
定期的な報告書、実地の検査等により、ルール
の遵守状況を確認する。

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅲ－４ー特定個人情報の提供
ルール

― [　定めている　] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅲ－４ー特定個人情報ファイ
ルの取扱いの記録－具体的な
制限方法

―
システムのアクセス履歴・操作履歴を記録し、７
年間保存する（磁気媒体遠隔地保管業務は媒体
授受の日時を記録）。

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅲ－４ー特定個人情報の消去
ルール

― [　定めている　] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅲ－４ー特定個人情報の提供
ルールー委託元と委託先間の
提供に関するルールの内容及
びルール遵守の確認方法

―

＜システム運用・保守業務における措置＞
委託業務における特定個人情報の取扱いは、通
常、指定場所・指定端末等での作業であること
から、システムのアクセス履歴・操作履歴によ
り、ルールの遵守状況を確認する。
＜磁気媒体等遠隔地保管業務における措置＞
データを記録した電子記録媒体を区職員がトラ
ンクに収納し、施錠後に委託先の作業員に直接
手渡し、その記録を残す。

事前 重要な変更に該当する変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅲ－４ー特定個人情報の消去
ルールールールの内容及び
ルール遵守の確認方法

―

＜システム運用・保守業務における措置＞
委託先に特定個人情報の消去を行わせるとき
は、物理的な破壊・専用ソフトウェアによよる
フォーマット等により、内容を読み出すことがで
きないようにさせ、消去を証する書面の提出を
求めることとし、必要に応じ、実地の検査等によ
り確認することとする。
＜磁気媒体等遠隔地保管業務における措置＞
保管を委託した電子記録媒体を廃棄するとき
は、区に媒体を返却させた後、区において廃棄
する。

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅲ－４ー再委託先による特定
個人情報ファイルの適切な取
扱いの確保

― [　十分に行っている　] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅲ－４ー委託契約書中の特定
個人情報ファイルの取扱いに
関する規定ー規定の内容

―

・秘密保持
・指示目的外の使用・第三者への提供禁止
・複写・複製の禁止・制限
・作業場所からの持出し禁止
・事故発生時の報告義務
・違反時の公表・契約解除・損害賠償

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅲ－４ー委託契約書中の特定
個人情報ファイルの取扱いに
関する規定

― [　定めている　] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅲ－４ーリスクへの対策は十
分か

― [　十分である　] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（本人確認情報ファイル）
Ⅲ－４ー再委託先による特定
個人情報ファイルの適切な取
扱いの確保－具体的な方法

―

目黒区が承諾した場合に限り、再委託を認めて
おり、再委託先は特定個人情報ファイルの取扱
い等について、委託先と同様の措置を行うこと
を契約書に明記する。なお、磁気媒体遠隔地保
管業務においては、再委託を禁止する。

事前 重要な変更に該当する変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅲ－２－リスク１ー必要な情報
以外を入手することを防止す
るための措置の内容

平成１４年６月１０日総務省告示第３３４号（第６
－６　本人確認情報の通知及び記録）等により
市町村ＣＳにおいて既存住基システムを通じて
入手することとされている情報以外を入手でき
ないことを、システム上で担保する。

市町村CS上の本特定個人情報ファイルへの
データ登録は、既存住基システムからのデータ
連携による方法に限定し、所定の連携項目（※）
にシステム上で限定することにより、必要な情
報以外の入手（連携）を防止する。
（※）通知カード及び個人番号カード省令第36
号1項

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅲ－４－情報保護管理体制の
確認

―

１　情報セキュリティ対策・個人情報保護に関す
る社内規程・従事者への教育実施を確認する。
２　責任者の氏名・連絡先、事故発生時の緊急連
絡先を確認する。
３　委託業務に必要な認証等の資格を確認す
る。
４　必要に応じ、報告の徴取、目黒区職員による
立入調査を行う。

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅲ－４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託

[　〇　] 委託しない [　　　] 委託しない 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅲ－２－リスク３ー特定個人
情報の正確性確保の措置の内
容

（前略）
なお、送付先情報ファイルは、既存住基システム
から入手後、個人番号カード管理システムに送
付先情報を送付した時点で役割を終える（不要
となる）ため、送付後速やかに市町村ＣＳから削
除する。
そのため、入手から削除までのサイクルがごく
短期間であることから、入手から削除の間の正
確性を維持するための特段の対策は講じない。

（現行に同じ）
なお、送付先情報ファイルは、既存住基システム
から入手後、個人番号カード管理システムに送
付先情報を送付した時点で役割を終える（不要
となる）ため、一定期間経過後に市町村ＣＳから
自動的に削除する。

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅲ－４－特定個人情報ファイ
ルの閲覧者・更新者の制限

― [　制限している　] 事前 重要な変更に該当する変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅲ－４－特定個人情報ファイ
ルの取扱いの記録

― [　記録を残している　] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅲ－４－特定個人情報ファイ
ルの閲覧者・更新者の制限ー
具体的な制限方法

―

１　委託先に業務従事者の名簿提出を求め、そ
の中から必要最小限の担当者にアクセス権限を
発効し、特定個人情報ファイルの取扱者を制限
する。
２　各担当者には、業務のために必要な範囲の
情報についてアクセス権限を発効する。

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅲ－４－特定個人情報の提供
ルールー委託先から他者への
提供に関するルールの内容及
びルール遵守の確認方法

―

委託先による特定個人情報の第三者への提供
は認めないこととし、委託業務の状況に関する
定期的な報告書、実地の検査等により、ルール
の遵守状況を確認する。

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅲ－４－特定個人情報の提供
ルール

― [　定めている　] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅲ－４－特定個人情報ファイ
ルの取扱いの記録ー具体的な
方法

―
システムのアクセス履歴・操作履歴を記録し、７
年間保存する。

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅲ－４－特定個人情報の消去
ルール

― [　定めている　] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅲ－４－特定個人情報の提供
ルールー委託元と委託先間の
提供に関するルールの内容及
びルール遵守の確認方法

―

＜システム運用・保守業務における措置＞
委託業務における特定個人情報の取扱いは、通
常、指定場所・指定端末等での作業であること
から、システムのアクセス履歴・操作履歴によ
り、ルールの遵守状況を確認する。

事前 重要な変更に該当する変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅲ－４－特定個人情報の消去
ルールールールの内容及び
ルール遵守の確認方法

―

＜システム運用・保守業務における措置＞
委託先に特定個人情報の消去を行わせるとき
は、物理的な破壊・専用ソフトウェアによる
フォーマット等により、内容を読み出すことがで
きないようにさせ、消去を証する書面の提出を
求めることとし、必要に応じ、実地の検査等によ
り確認することとする。

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅲ－４－再委託先による特定
個人情報ファイルの適切な取
扱いの確保

― [　十分に行っている　] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅲ－４－委託契約書中の特定
個人情報ファイルの取扱いに
関する規定ー規定の内容

―

・秘密保持
・指示目的外の使用・第三者への提供禁止
・複写・複製の禁止・制限
・作業場所からの持出し禁止
・事故発生時の報告義務
・違反時の公表・契約解除・損害賠償
・作業場所・使用機器の制限・事前届出
・使用システムの設備要件
・契約内容の遵守状況・情報の管理状況の報告

事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅲ－４－委託契約書中の特定
個人情報ファイルの取扱いに
関する規定

― [　定めている　] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅲ－４－リスクへの対策は十
分か

― [　十分である　] 事前 重要な変更に該当する変更

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅲ－４－再委託先による特定
個人情報ファイルの適切な取
扱いの確保ー具体的な方法

―

目黒区が承諾した場合に限り、再委託を認めて
おり、再委託先は特定個人情報ファイルの取扱
い等について、委託先と同様の措置を行うこと
を契約書に明記する。

事前 重要な変更に該当する変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

（送付先情報ファイル）
Ⅲ－５－リスク１ー特定個人情
報の提供・移転に関するルー
ルールールの内容及びルール
遵守の確認方法

・東京都サーバーと市町村ＣＳ間の通信は、専用
回線であり相互認証を実施している住基ネット
以外では行わない。
・外部記録媒体を使用する場合においては、セ
キュリティ管理規程に定められた運用と手順に
従い、法令を遵守して提供を行う。

・相手方（個人番号カード管理システム）と市町
村ＣＳ間の通信は、専用回線であり相互認証を
実施している住基ネット以外では行わない。
・外部記録媒体を使用する場合においては、セ
キュリティ管理規程に定められた運用と手順に
従い、法令を遵守して提供を行う。

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅲ－７ー特定個人情報の保
管・消去におけるその他のリス
ク及びそのリスクに対する措
置

―

送付先情報ファイルは、機構への特定個人情報
の提供後、一定期間経過後、市町村ＣＳから削除
される。
その後、当該特定個人情報は機構において管理
されるため、送付先情報ファイルのバックアップ
は取得しない。

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅲ－７ーリスク２－リスクに対
する措置の内容

送付先情報ファイルは、送付先情報の連携を行
う必要が生じた都度作成／連携することとして
おり、システム上、連携後速やか（１営業日後）に
削除する仕組みとする。
また、媒体を用いて連携する場合、当該媒体は
連携後、連携先である機構において適切に管理
され、区では保管しない。
そのため、送付先情報ファイルにおいて特定個
人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク
は存在しない。

本特定個人情報ファイル（送付先情報ファイル）
は、送付先情報の連携を行う必要が生じた都度
作成／連携することとしており、システム上、一
定期間経過後に削除する仕組みとする。

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更

令和1年10月1日

（送付先情報ファイル）
Ⅲ－５－リスク２ーリスクに対
する措置の内容

・東京都サーバーと市町村ＣＳの間の通信では
相互認証を実施しているため、認証できない相
手方への情報の提供はなされないことがシステ
ム上担保される。
・外部記録媒体へ出力する必要がある場合に
は、逐一出力の記録が残る仕組みを構築する。

・相手方（個人番号カード管理システム）と市町
村ＣＳの間の通信では相互認証を実施している
ため、認証できない相手方への情報の提供はな
されないことがシステム上担保される。
・外部記録媒体へ出力する必要がある場合に
は、逐一出力の記録が残る仕組みを構築する。

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更

令和1年10月1日



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年度 Ⅰ-1-②事務の内容

（前省略）
　なお、８の「個人番号の通知及び個人番号カー
ドの交付」に係る事務については、行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律の規定による通知カード及び
個人番号カード並びに情報提供ネットワークシ
ステムによる特定個人情報の提供等に関する省
令（平成２６年１１月２０日総務省令第８５号）（以
下「通知カード及び個人番号カード省令」とい
う。）第３５条（通知カード、個人番号カード関連
事務の委任）により、機構に対する事務の一部
の委任が認められている。
（以下省略）

（前省略）
　なお、８の「個人番号の通知及び個人番号カー
ドの交付」に係る事務については、行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律に規定する個人番号、個人番
号カード、特定個人情報の提供等に関する省令
（平成２６年１１月２０日総務省令第８５号。以下
「個人番号カード省令」という。）第３５条（個人
番号通知書、個人番号カード関連事務の委任）
により、機構に対する事務の一部の委任が認め
られている。
（以下省略）

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更

令和2年度
Ⅰ-2ｰシステム1-③他のシス
テムとの接続

[　　　] 情報提供ネットワークシステム
[　　　] 庁内連携システム
[　○　] 住民基本台帳ネットワークシステム
[　　　] 既存住民基本台帳システム
[　○　] 宛名システム等
[　　　] 税務システム
[　○　] その他 （国民健康保険・国民年金・後期
高齢者医療・介護保険・児童手当等の他の業務
システム）

[　　　] 情報提供ネットワークシステム
[　　　] 庁内連携システム
[　○　] 住民基本台帳ネットワークシステム
[　　　] 既存住民基本台帳システム
[　○　] 宛名システム等
[　○　] 税務システム
[　○　] その他 （国民健康保険・国民年金・後期
高齢者医療・介護保険・児童手当等の他の業務
システム）

事後
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年度 Ⅰ-4-①事務実施上の必要性

（前省略）
３　送付先情報ファイル
　市町村長が個人番号を指定した際は通知カー
ドの形式にて全付番対象者に個人番号を通知
するものとされている（番号法第７条第１項）。
通知カードによる番号の通知及び個人番号カー
ド交付申請書の送付については、事務効率化等
の観点から、市町村から、機構に委任ており、機
構に通知カード及び交付申請書の送付先情報
を提供する。（通知カード及び個人番号カード省
令第３５条（通知カード、個人番号カード関連事
務の委任）により機構に対する事務の一部の委
任が認められている。）

（前省略）
３　送付先情報ファイル
　市町村長が個人番号を指定した際は個人番号
通知書の形式にて全付番対象者に個人番号を
通知するものとされている（番号法第７条第１項
及び個人番号カード省令第７条）。個人番号通知
書による番号の通知及び個人番号カード交付申
請書の送付については、事務効率化等の観点か
ら、市町村から、機構に委任しており、機構に個
人番号通知書及び交付申請書の送付先情報を
提供する。（個人番号カード省令第３５条（個人
番号通知書、個人番号カード関連事務の委任）
により機構に対する事務の一部の委任が認めら
れている。）

事後
重要な変更には該当しない変
更

令和2年度
Ⅰ-2-システム2-②システム
の機能

（前省略）
７　送付先情報通知
　通知カード・個人番号カード関連事務の委任
先である機構において、住民に対して番号通知
書類（通知カード、個人番号カード交付申請書
（以下「交付申請書」という。）等）を送付するた
め、既存住基システムから区の住民基本台帳に
記載されている者の送付先情報を抽出し、当該
情報を、機構が設置・管理する個人番号カード
管理システムに通知する。
８　個人番号カード管理システムとの情報連携
　　機構が設置・管理する個人番号カード管理シ
ステムに対し、個人番号カードの交付、紛失、返
納又は一時停止解除に係る情報等を連携する。
（以下省略）

（前省略）
７　送付先情報通知
　　個人番号カード関連事務及び個人番号の通
知に係る事務の委任先である機構において、住
民に対して番号通知書類（個人番号通知書、個
人番号カード交付申請書（以下「交付申請書」と
いう。）等）を送付するため、既存住基システム
から区の住民基本台帳に記載されている者の
送付先情報を抽出し、当該情報を、機構が設置・
管理する個人番号カード管理システムに通知す
る。
８　個人番号カード管理システムとの情報連携
　　機構が設置・管理する個人番号カード管理シ
ステムに対し、個人番号カードの交付、廃止、紛
失、返納又は一時停止解除に係る情報等を連携
する。
（以下省略）

事後
重要な変更には該当しない変
更

令和2年度 Ⅰ-5-法令上の根拠（※）

（前省略）
３　通知カード及び個人番号カード省令
・第３５条（通知カード・個人番号カード関連事務
の委任）
・第３６条（通知カード・個人番号カード関連事務
に係る通知）

（前省略）
３　個人番号カード省令
・第３５条（個人番号通知書、個人番号カード関
連事務の委任）
・第３６条（個人番号通知書、個人番号カード関
連事務に係る通知）

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年度 Ⅱ-5-提供・移転の有無
[　○　] 提供を行っている（62）件
[　○　] 移転を行っている（60）件
[　　　]行っていない

[　○　] 提供を行っている（63）件
[　○　] 移転を行っている（60）件
[　　　]行っていない

事後
重要な変更には該当しない変
更

令和2年度 Ⅰ-6-②法令上の根拠

　番号法第１９条第７号並びに別表第二の１、２、
３、４、６、８、９、１１、１６、１８、２０、２１、２３、２
７、３０、３１、３４、３５、３７、３８、３９、４０、４２、
４８、５３、５４、５７、５８、５９、６１、６２、６６、６
７、７０、７４、７７、８０、８４、８５の２、８９、９１、９
２、９４、９６、１０１、１０２、１０３、１０５、１０６、１０
８、１１１、１１２、１１３、１１４、１１６、１１７及び１２０
の項並びに同項第２欄及び第４欄に規定する主
務省令（※）の該当条項

　番号法第１９条第７号並びに別表第二の１、２、
３、４、６、８、９、１１、１６、１８、２０、２１、２３、２
７、３０、３１、３４、３５、３７、３８、３９、４０、４２、
４８、５３、５４、５７、５８、５９、６１、６２、６６、６
７、７０、７４、７７、８０、８４、８５の２、８９、９１、９
２、９４、９６、９７、１０１、１０２、１０３、１０５、１０
６、１０７、１０８、１１１、１１２、１１３、１１４、１１６、１
１７及び１２０の項並びに同項第２欄及び第４欄
に規定する主務省令（※）の該当条項

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更

令和2年度
（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ-5-提供先3-③提供する情
報

転出証明書に記載の情報（氏名、住所、生年月
日、性別、本籍・筆頭者名、個人番号、住民票
コード、外国人住民の通称・在留情報等）

転出証明書情報（氏名、住所、生年月日、性別、
本籍・筆頭者名、個人番号、住民票コード、旧氏、
外国人住民の通称・在留情報等）

事後
重要な変更には該当しない変
更

令和2年度
（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ-5-提供先2-③提供する情
報

転出証明書情報（氏名、住所、生年月日、性別、
本籍・筆頭者名、個人番号、住民票コード、外国
人住民の通称・在留情報等）

転出証明書情報（氏名、住所、生年月日、性別、
本籍・筆頭者名、個人番号、住民票コード、旧氏、
外国人住民の通称・在留情報等）

事後
重要な変更には該当しない変
更

令和2年度
（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ-2-⑤保有開始日

平成27年7月3日（システム更改に伴い、平成
28年1月4日に旧住民記録システムから移行）

平成27年7月3日（システム更改に伴い、平成
28年1月4日に旧既存住基システムから移行）

事後
重要な変更には該当しない変
更

令和2年度
（本人確認情報ファイル）
Ⅱ-4-委託事項1-⑥委託先名

未定 株式会社オーイーシー 事後
重要な変更には該当しない変
更

令和2年度
（本人確認情報ファイル）
Ⅱ-3-①入手元

[　○　] 本人又は本人の代理人
[　　　] 評価実施機関内の他部署（　　　　　）
[　○　] 行政機関・独立行政法人等（地方公共
団体情報システム機構）
[　○　] 地方公共団体・地方独立行政法人（他
地方公共団体）
[　　　] 民間事業（　　　　　）
[　○　] その他（ 自部署 ）

[　　　] 本人又は本人の代理人
[　　　] 評価実施機関内の他部署（　　　　　）
[　　　] 行政機関・独立行政法人等（　　　　　）
[　　　] 地方公共団体・地方独立行政法人（
）
[　　　] 民間事業（　　　　　）
[　○　] その他（ 自部署 ）

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更

令和2年度
（住民基本台帳ファイル）
Ⅱ-5-提供先4-③提供する情
報

氏名、住所、生年月日、性別、個人番号等の住民
票又は除票の記載事項

氏名、住所、生年月日、性別、旧氏、個人番号等
の住民票又は除票の記載事項

事後
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年度
（送付先情報ファイル）
Ⅱ-2-③対象となる本人の範
囲-その必要性

番号法第７条第１項（指定及び通知）に基づき、
通知カードを個人番号の付番対象者全員に送
付する必要がある。
また、同法第１７条第１項（個人番号カードの交
付等）により、個人番号カードは通知カードと引
き換えに交付することとされていることから、
併せて、交付申請書を通知カード送付者全員に
送付する必要がある。
区は、通知カード及び個人番号カード省令第３５
条（通知カード、個人番号カード関連事務の委
任）に基づき、これらの事務の実施を機構に委
任する。

番号法第７条第１項（指定及び通知）及び個人番
号カード省令第７条（個人番号の通知）に基づ
き、個人番号通知書を個人番号の付番対象者に
送付する必要がある。
また、通知カード所持者にあっては、個人番号
カードは通知カードと引き換えに交付すること
とされている。
区は、個人番号カード省令第３５条（個人番号通
知書、個人番号カード関連事務の委任）に基づ
き、これらの事務の実施を機構に委任する。

事後
重要な変更には該当しない変
更

令和2年度
（本人確認情報ファイル）
Ⅱ-5-提供先2-③提供する情
報

住民票コード、氏名（通称）、生年月日、性別、住
所、個人番号、異動事由、異動年月日

住民票コード、氏名（通称）、生年月日、性別、住
所、旧氏、個人番号、異動事由、異動年月日

事後
重要な変更には該当しない変
更

令和2年度
（本人確認情報ファイル）
Ⅱ-5-提供先1-③提供する情
報

住民票コード、氏名（通称）、生年月日、性別、住
所、個人番号、異動事由、異動年月日

住民票コード、氏名（通称）、生年月日、性別、住
所、旧氏、個人番号、異動事由、異動年月日

事後
重要な変更には該当しない変
更

令和2年度
（送付先情報ファイル）
Ⅱ-2-④記録される項目-その
妥当性

（前省略）
・その他（通知カード及び交付申請書の送付先
の情報）
機構に対し、通知カード及び個人番号カード省
令第３５条（通知カード、個人番号カード関連事
務の委任）に基づき通知カード及び交付申請書
の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を委
任するために、個人番号カードの券面記載事項
のほか、通知カード及び交付申請書の送付先に
係る情報を記録する必要がある。

（前省略）
・その他（個人番号通知書及び交付申請書の送
付先の情報）
機構に対し、個人番号カード省令第３５条（個人
番号通知書、個人番号カード関連事務の委任）
に基づき個人番号通知書及び交付申請書の印
刷、送付並びに個人番号カードの発行を委任す
るために、個人番号カードの券面記載事項のほ
か、個人番号通知書及び交付申請書の送付先に
係る情報を記録する必要がある。

事後
重要な変更には該当しない変
更

令和2年度
（送付先情報ファイル）
Ⅱ-2-④記録される項目-主
な記録項目

（前省略）
［　〇　］その他　（通知カード及び交付申請書の
送付先の情報）

（前省略）
［　〇　］その他　（個人番号通知書及び交付申請
書の送付先の情報）

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年度
（送付先情報ファイル）
Ⅱ-3-⑤本人への明示

個人番号の通知及び個人番号カードの交付に
関する事務の一部を委任する機構に対する委
任事務に必要な情報（送付先情報）の通知（提
供）項目については、通知カード及び個人番号
カード省令第３６条（通知カード・個人番号カー
ド関連事務に係る通知）に規定されており、この
通知（提供）を行うために必要な情報をシステム
管理するものである。

個人番号の通知及び個人番号カードの交付に
関する事務の一部を委任する機構に対する委
任事務に必要な情報（送付先情報）の通知（提
供）項目については、個人番号カード省令第３６
条（個人番号通知書、個人番号カード関連事務
に係る通知）に規定されており、この通知（提
供）を行うために必要な情報をシステム管理す
るものである。

事後
重要な変更には該当しない変
更

令和2年度
（送付先情報ファイル）
Ⅱ-4-委託事項1-⑥委託先名

未定 株式会社オーイーシー 事後
重要な変更には該当しない変
更

令和2年度
（送付先情報ファイル）
Ⅱ-3-⑧使用方法

既存住基システムより個人番号の通知対象者の
情報を取得し、通知カード及び個人番号カード
省令第３５条（通知カード・個人番号カード関連
事務の委任）に基づき事務を委任する機構に対
し、住基ネットを用いて送付先情報を提供する
（既存住基システム→市町村ＣＳ→個人番号カー
ド管理システム（機構））。

既存住基システムより個人番号の通知対象者の
情報を取得し、個人番号カード省令第３５条（個
人番号通知書、個人番号カード関連事務の委
任）に基づき事務を委任する機構に対し、住基
ネットを用いて送付先情報を提供する（既存住
基システム→市町村ＣＳ→個人番号カード管理
システム（機構））。

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更

令和2年度
（送付先情報ファイル）
Ⅱ-3-⑥使用目的

通知カード及び個人番号カード省令第３５条（通
知カード・個人番号カード関連事務の委任）に基
づく委任を受けて通知カードの発送業務を行う
機構に対し、業務に必要な情報として送付先情
報を作成し、通知カード及び個人番号カード省
令第３６条（通知カード・個人番号カード関連事
務に係る通知）に基づき通知する必要があるた
め

個人番号カード省令第３５条（個人番号通知書、
個人番号カード関連事務の委任）に基づく委任
を受けて個人番号通知書の発送業務を行う機
構に対し、業務に必要な情報として送付先情報
を作成し、個人番号カード省令第３６条（個人番
号通知書、個人番号カード関連事務に係る通
知）に基づき通知する必要があるため

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更

令和2年度
（送付先情報ファイル）
Ⅱ-5-提供先1-②提供先にお
ける用途

市町村から通知カード及び個人番号カード省令
第３５条（通知カード・個人番号カード関連事務
の委任）に基づく委任を受け、通知カード及び交
付申請書を印刷し、送付する。

市町村から個人番号カード省令第３５条（個人
番号通知書、個人番号カード関連事務の委任）
に基づく委任を受け、個人番号通知書及び交付
申請書を印刷し、送付する。

事後
重要な変更には該当しない変
更

令和2年度
（送付先情報ファイル）
Ⅱ-5-提供先1-①法令上の根
拠

通知カード及び個人番号カード省令第３５条（通
知カード個人番号カード関連事務の委任）

個人番号カード省令第３５条（個人番号通知書、
個人番号カード関連事務の委任）

事後
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年度
（別添2）特定個人情報ファイ
ル記録項目

（前省略）
※旧氏関連項目は、令和元年11月5日から記録
を開始する。

（削除） 事後
重要な変更には該当しない変
更

令和2年度

（送付先情報ファイル）
Ⅲ-2-リスク1-必要な情報以
外を入手することを防止する
ための措置の内容

（前省略）
（※）通知カード及び個人番号カード省令第３６
号１項

（前省略）
（※）個人番号カード省令第３６号１項

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更

令和2年度
（本人確認情報ファイル）
Ⅲ-2-リスク3-個人番号の真
正性確認の措置の内容

・個人番号カード等の提示を受け、本人確認を
行う。
・出生等により新たに個人番号が指定される場
合や、転入の際に個人番号カード（又は通知
カードと法令により定められた身分証明書の組
み合わせ）の提示がない場合には、市町村ＣＳに
おいて本人確認情報と個人番号の対応付けの
確認を行う。

・個人番号カード等の提示を受け、本人確認を
行う。
・出生等により新たに個人番号が指定される場
合や、転入の際に個人番号カード（通知カード所
持者にあっては、通知カードと法令により定め
られた身分証明書の組み合わせ）の提示がない
場合には、市町村ＣＳにおいて本人確認情報と
個人番号の対応付けの確認を行う。

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更

令和2年度
（住民基本台帳ファイル）
Ⅲ-2-リスク3-個人番号の真
正性確認の措置の内容

・個人番号カード（又は通知カードと法令により
定められた本人確認書類）の提示を受け、本人
確認を行う。
・出生等により新たに個人番号が指定される場
合や、転入の届け出において個人番号カード
（又は通知カードと法令により定められた本人
確認書類）の提示がない場合には、住基ネットに
て本人確認情報と個人番号の対応付けの確認
を行う。

・個人番号カード（通知カード所持者にあって
は、通知カードと法令により定められた身分証
明書の組み合わせ）の提示を受け、本人確認を
行う。
・出生等により新たに個人番号が指定される場
合や、転入の届け出において個人番号カード
（通知カード所持者にあっては、通知カードと法
令により定められた身分証明書の組み合わせ）
の提示がない場合には、住基ネットにて本人確
認情報と個人番号の対応付けの確認を行う。

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年度
Ⅳ-2-従業者に対する教育・啓
発-具体的な方法

【目黒区における措置】
・関係職員（非常勤職員、臨時職員等を含む。）
に対して、初任時及び一定期間毎に、必要な知
識の習得のための研修を実施し、その記録を残
している。
（以下省略）

【目黒区における措置】
・関係職員（会計年度認証職員等を含む。）に対
して、初任時及び一定期間毎に、必要な知識の
習得のための研修を実施し、その記録を残して
いる。
（以下省略）

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更

令和2年度
（送付先情報ファイル）
Ⅲ-5-リスク2-リスクに対す
る措置の内容

・東京都サーバーと市町村ＣＳの間の通信では
相互認証を実施しているため、認証できない相
手方への情報の提供はなされないことがシステ
ム上担保される。
・外部記録媒体へ出力する必要がある場合に
は、逐一出力の記録が残る仕組みを構築する。

・相手方（個人番号カード管理システム）と市町
村ＣＳの間の通信では相互認証を実施している
ため、認証できない相手方への情報の提供はな
されないことがシステム上担保される。
・外部記録媒体へ出力する必要がある場合に
は、逐一出力の記録が残る仕組みを構築する。

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更

令和2年度

（送付先情報ファイル）
Ⅲ-3-特定個人情報の使用に
おけるその他のリスク及びそ
のリスクに対する措置

その他、送付先情報の使用にあたり、以下の措
置を講じる。
・スクリーンセーバーを利用して、長時間にわた
り送付先情報を表示させない。
・送付先情報が表示されるディスプレイは、来庁
者から見えない位置に配置するとともに、のぞ
き見防止フィルターを使用する。
・画面のハードコピーの取得は事務処理に必要
となる範囲にとどめる。
・データ出力に際しては、事前に管理責任者の
承認を得る。

＜その他のリスク＞
使用の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリ
スク。
＜リスクに対する措置の内容＞
・スクリーンセーバーを利用して、長時間にわた
り本人確認情報を表示させない。
・市町村CSの端末は、来庁者から見えない位置
に配置するとともに、のぞき見防止フィルター
を使用する。
・画面のハードコピーの取得は事務処理に必要
となる範囲にとどめる。
・データ出力に際しては、事前に管理責任者の
承認を得る。

事後
重要な変更の対象項目ではあ
るが、重要な変更には該当し
ない変更

令和3年度
Ⅱ-(1)住民基本台帳ファイル
-3-⑦使用の主体-使用部署

(前省略)情報課（※）
※情報課は、システム運用管理担当部署

(前省略)情報政策課（※）
※情報政策課は、システム運用管理担当部署

事後
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更

令和3年度 Ｉ-6-②法令上の根拠

番号法第１９条第７号並びに別表第二の１、
(中略)
１１６、１１７及び１２０の項並びに同項第２欄及び
第４欄に規定する主務省令（※）の該当条項
(以降省略)

番号法第１９条第８号並びに別表第二の１、
(中略)
１１６、１１７、１２０及び１２１の項並びに同項第２
欄及び第４欄に規定する主務省令（※）の該当
条項
(以降省略)

事後
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和3年度
Ⅱ-(1)住民基本台帳ファイル
-4-委託事項1-⑥委託先名

富士ゼロックスシステムサービス株式会社 富士フイルムシステムサービス株式会社 事後
重要な変更には該当しない変
更

令和3年度
Ⅱ-(1)住民基本台帳ファイル
-5-提出先2-①法令上の根拠

番号法第１９条第６号（住基法第２４条の２第４
項関係）

番号法第１９条第７号（住基法第２４条の２第４
項関係）

事後
重要な変更には該当しない変
更

令和3年度
Ⅱ-(1)住民基本台帳ファイル
-5-提供先1-①法令上の根拠

番号法別表第２の各項（※）・・・同表の項番号
は、別添４を参照
（※）番号法第２２条の規定に基づき、番号法第
１９条第７号又は第８号の規定により特定個人
情報の提供が求められた場合）

番号法別表第２の各項（※）・・・同表の項番号
は、別添４を参照
（※）番号法第２２条の規定に基づき、番号法第
１９条第８号又は第９号の規定により特定個人
情報の提供が求められた場合）

事後
重要な変更には該当しない変
更

令和3年度
Ⅱ-(1)住民基本台帳ファイル
-4-委託事項2-⑥委託先名

株式会社アール・ケー・ケー・コンピューター・
サービス

株式会社RKKCS 事後
重要な変更には該当しない変
更

令和3年度
Ⅱ-(2)本人確認情報ファイル
-3-⑦使用の主体-使用部署

(前省略)情報課（※）
※情報課は、システム運用管理担当部署

(前省略)情報課政策課（※）
※情報課政策課は、システム運用管理担当部署

事後
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更

令和3年度
Ⅱ-(1)住民基本台帳ファイル
-5-提供先4-①法令上の根拠

番号法第１９条第６号(以降省略) 番号法第１９条第７号(以降省略) 事後
重要な変更には該当しない変
更

令和3年度
Ⅱ-(1)住民基本台帳ファイル
-5-提供先3-①法令上の根拠

番号法第１９条第６号（住基法第２２条第２項関
係）

番号法第１９条第７号（住基法第２２条第２項関
係）

事後
重要な変更には該当しない変
更

令和3年度
Ⅱ-(3)送付先情報ファイル-
3-⑦使用の主体-使用部署

(前省略)情報課（※）
※情報課は、システム運用管理担当部署

(前省略)情報課政策課（※）
※情報課政策課は、システム運用管理担当部署

事後
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和3年度
Ⅱ-(1)住民基本台帳ファイル
-6-①保管場所

＜目黒区における措置＞
１　令和２年１２月まで（予定）
・システムのサーバー（システム障害時における
証明書発行等の対応のため縮退運用環境用
サーバーを含む。）は、区施設内にある専用の機
械室に設置保管し、電子錠による入退室管理、
監視カメラによる
２４時間監視等により厳重な管理を行う。
・システムで取り扱う特定個人情報は、サーバー
のデータベース内に保存する。
・バックアップデータを保存した電子記録媒体
は、別途遠隔地に保管し、委託により安全管理
措置が講じられた場所で管理する。
２　令和３年１月以降（予定）
・システムのサーバー群（システム障害時におけ
る証明書発行等の対応のため縮退運用環境用
サーバーを除く。）は、入館及びサーバー室への
入室を厳重に管理している外部データセンター
に設置する。
・システム障害時における証明書発行等の対応
のため縮退運用環境用サーバーは、区施設内に
ある専用の機械室（電子錠による入退室管理、
監視カメラによる２４時間監視等による厳重な
管理実施）又は外部データセンター（入館及び
サーバー室への入室の厳重管理実施）に設置す
る。
・システムで取り扱う特定個人情報は、サーバー
のデータベース内に保存する。
・バックアップデータは、外部データセンター内
で管理する。
(以下省略)

＜目黒区における措置＞
１　システムのサーバー群（システム障害時にお
ける証明書発行等の対応のため縮退運用環境
用サーバーを除く。）は、入館及びサーバー室へ
の入室を厳重に管理している外部データセン
ターに設置する。
２　システム障害時における証明書発行等の対
応のため縮退運用環境用サーバーは、区施設内
にある専用の機械室（電子錠による入退室管
理、監視カメラによる２４時間監視等による厳
重な管理実施）に設置する。
３　システムで取り扱う特定個人情報は、サー
バーのデータベース内に保存する。
４　バックアップデータは、外部データセンター
内で管理する。
(以下省略)

事後
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和3年度
Ⅲ-(1)住民基本台帳ファイル
-7-リスク1-⑤物理的対策

(前省略)
２　データセンターにおける管理(令和3年1月
以降予定)
・特定非営利活動法人日本データセンター協会
が定める安全管理基準により高い安全性を確
保する。
・データセンターの入館・サーバー室の入退室を
管理する設備を設ける。
・地震や火災など災害に対して、データ保全の
安全性・可用性を確保できる施設・設備とする。
・機器の故障や保守など一部設備の停止時にお
いて、コンピューティングサービスを継続して提
供できる冗長構成の設備を設ける。
３　バックアップデータの保管場所の管理
・バックアップデータが格納された電子記録媒
体の委託による外部保管場所は、地震や火災な
ど災害に対して、媒体（データ）の保全の安全
性・可用性を確保できる施設・設備とする。
・令和３年１月以降(予定)のバックアップデータ
は、データセンター内で管理する。
(以下省略)

(前省略)
２　データセンターにおける管理
・特定非営利活動法人日本データセンター協会
が定める安全管理基準により高い安全性を確
保する。
・データセンターの入館・サーバー室の入退室を
管理する設備を設ける。
・地震や火災など災害に対して、データ保全の
安全性・可用性を確保できる施設・設備とする。
・機器の故障や保守など一部設備の停止時にお
いて、コンピューティングサービスを継続して提
供できる冗長構成の設備を設ける。
３　バックアップデータの保管場所の管理
・バックアップデータは、データセンター内で管
理する。
(以下省略)

事後
重要な変更には該当しない変
更

令和3年度 別添４-(備考)

（１）上記の表の「提供先」は、番号法第１９条（特
定個人情報の提供の制限）の第８号の規定によ
り特定個人情報の提供が求められた場合にお
ける同号に規定する条例事務関係情報照会者
を含む。
（２）上記の表の「法令上の根拠」は、番号法第２
２条（特定個人情報の提供）の規定に基づき、番
号法第１９条（特定個人情報の提供の制限）の第
７号又は第８号の規定により特定個人情報の提
供が求められた場合における番号法別表第２の
項番号を示した。
(中略)
（４）上記の表の「提供先における用途」は、番号
法第１９条（特定個人情報の提供の制限）の第８
号の規定により特定個人情報の提供が求めら
れた場合における同号の規定による個人情報
保護委員会規則で定める事務を含む。

（１）上記の表の「提供先」は、番号法第１９条（特
定個人情報の提供の制限）の第９号の規定によ
り特定個人情報の提供が求められた場合にお
ける同号に規定する条例事務関係情報照会者
を含む。
（２）上記の表の「法令上の根拠」は、番号法第２
２条（特定個人情報の提供）の規定に基づき、番
号法第１９条（特定個人情報の提供の制限）の第
８号又は第９号の規定により特定個人情報の提
供が求められた場合における番号法別表第２の
項番号を示した。
(中略)
（４）上記の表の「提供先における用途」は、番号
法第１９条（特定個人情報の提供の制限）の第９
号の規定により特定個人情報の提供が求めら
れた場合における同号の規定による個人情報
保護委員会規則で定める事務を含む。

事後
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和3年度 別添5-21

【移転先】
健康福祉部生活福祉課

【番号法において個人番号の利用が可能な事
務】
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法（昭和
３８年法律第６１号）による特別給付金の支給に
関する事務

【備考】
番号法別表第１の４０の項下欄に掲げる事務

削除 事後
重要な変更には該当しない変
更

令和3年度 別添5-15

【移転先】
健康福祉部生活福祉課

【番号法において個人番号の利用が可能な事
務】
戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭和２７年法律
第１２７号）による援護に関する事務

【備考】
番号法別表第１の２０の項下欄に掲げる事務

削除 事後
重要な変更には該当しない変
更

令和3年度 別添5-23

【移転先】
健康福祉部生活福祉課

【番号法において個人番号の利用が可能な事
務】
戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８
号）による援護に関する事務

【備考】
番号法別表第１の４２の項下欄に掲げる事務

削除 事後
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和3年度 別添5-32

【移転先】
健康福祉部生活福祉課

【番号法において個人番号の利用が可能な事
務】
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法（昭
和４１年法律第１０９号）による特別給付金の支
給に関する事務

【備考】
番号法別表第１の５０の項下欄に掲げる事務

削除 事後
重要な変更には該当しない変
更

令和3年度 別添5-29

【移転先】
健康福祉部生活福祉課

【番号法において個人番号の利用が可能な事
務】
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法（昭
和４０年法律第１００号）による特別弔慰金の支
給に関する事務

【備考】
番号法別表第１の４８の項下欄に掲げる事務

削除 事後
重要な変更には該当しない変
更

令和3年度 別添5-39

【移転先】
健康福祉部生活福祉課

【番号法において個人番号の利用が可能な事
務】
被災者生活再建支援法（平成１０年法律第６６
号）による被災者生活再建支援金の支給に関す
る事務

【備考】
番号法別表第１の６９の項下欄に掲げる事務

削除 事後
重要な変更には該当しない変
更

令和3年度 別添5-33

【移転先】
健康福祉部生活福祉課

【番号法において個人番号の利用が可能な事
務】

削除 事後
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和3年度 別添5-46

【移転先】
健康福祉部碑文谷保健センター

【番号法において個人番号の利用が可能な事
務】
難病の患者に対する医療等に関する法律（平成
２６年法律第５０号）による特定医療費の支給に
関する事務

【備考】
番号法別表第１の９８の項下欄に掲げる事務

【移転先】
健康推進課

【番号法において個人番号の利用が可能な事
務】
健康増進法による健康増進事業の実施に関す
る事務

【備考】
番号法別表第1の76の項下欄に掲げる事務

事後
重要な変更には該当しない変
更

令和3年度 別添5-51

【移転先】
健康福祉部生活福祉課

【番号法において個人番号の利用が可能な事
務】
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の
自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０
号）による支援給付の受給者に対する援護に関
する事務

【備考】
区番号条例別表６の項右欄に掲げる事務

削除 事後
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和3年度 別添5-56

【移転先】
健康福祉部碑文谷保健センター

【番号法において個人番号の利用が可能な事
務】
都難病規則によるB型ウイルス肝炎又はC型ウ
イルス肝炎にり患した者に対する医療費の助成
に関する事務

【備考】
都番号条例別表第１の２の項下欄に掲げる事務

【移転先】
子育て支援部子育て支援課

【番号法において個人番号の利用が可能な事
務】
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のた
めの預貯金口座の登録等に関する法律による
特定公的給付の支給を実施するための基礎と
する情報の管理に関する事務

【備考】
番号法別表第１の１００（公的給付の支給等の迅
速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録
等に関する法律附則第８条参照）

事後
重要な変更には該当しない変
更

令和3年度 別添5-55

【移転先】
健康福祉部碑文谷保健センター

【番号法において個人番号の利用が可能な事
務】
東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関
する規則（平成１２年東京都規則第９４号。以下
「都難病規則」という。）による難病等にり患した
者に対する医療費等の助成に関する事務

【備考】
行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律に基づく個人番
号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供
に関する条例（平成２７年１０月東京都条例第１１
１号。以下「都番号条例」という。）別表第１の１の
項下欄に掲げる事務

【移転先】
感染症対策課

【番号法において個人番号の利用が可能な事
務】
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律(平成10年法律第114号)による
入院の勧告若しくは措置、費用の負担又は療養
費の支給に関する事務

【備考】
番号法別表第１の７０の項下欄に掲げる事務

事後
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和4年12月16日 （別添1）事務の内容 省略 マイナポータルとのデータ連携を加筆 事後
重要な変更には該当しない変
更

令和4年12月16日 Ⅰ-6-➁法令上の根拠

（前省略）
別表第二の1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、
20、21、23、27、30、31、34、35、37、
38、39、40、42、48、53、54、57、58、
59、61、62、66、67、70、74、77、80、
84、85の2、89、91、92、94、96、97、
101、102、103、105、106、107、108、
111、112、113、114、116、117、120及び
121
（以下省略）

（前省略）
別表第二の1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、
20、23、27、30、31、34、35、37、38、
39、40、42、48、53、54、57、58、59、
61、62、66、67、70、74、77、80、84、85
の2、89、91、92、94、96、97、101、102、
103、105、106、107、108、111、112、
113、114、116、117及び120
（以下省略）

事後
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更

令和3年度 別添5-57

【移転先】
健康福祉部障害者支援課

【番号法において個人番号の利用が可能な事
務】
東京都重度心身障害者手当条例（昭和４８年東
京都条例第６８号)による重度心身障害者手当
の支給に関する事務

【備考】
都番号条例別表第１の３の項下欄に掲げる事務

【移転先】
健康福祉部障害者支援課

【番号法において個人番号の利用が可能な事
務】
東京都重度心身障害者手当条例（昭和４８年東
京都条例第６８号)による重度心身障害者手当
の支給に関する事務

【備考】
行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律に基づく個人番
号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供
に関する条例（平成２７年１０月東京都条例第１１
１号。以下「都番号条例」という。）別表第１の３の
項下欄に掲げる事務

事後
重要な変更には該当しない変
更

令和4年12月16日
（2本人確認情報ファイル）
Ⅱ-4-委託事項2

磁気媒体等外部保管（令和2年12月まで（予
定））

磁気媒体等外部保管 事後
重要な変更には該当しない変
更

令和4年12月16日
（1住民基本台帳ファイル）
Ⅱ-5-提供・移転の有無

提供を行っている（63）件
移転を行っている（52）件

提供を行っている（58）件
移転を行っている（57）件

事後
重要な変更には該当しない変
更

令和4年12月16日
（1住民基本台帳ファイル）
Ⅱ-4-委託事項4

磁気媒体等外部保管（令和2年12月まで（予
定））

磁気媒体等外部保管 事後
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和4年12月16日 別添5-43 追加

移転先：区民生活部臨時給付金課
個人番号の利用が可能な事務：公的給付の支給
等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座
の登録等に関する法律による特定公的給付の
支給を実施するための基礎とする情報の管理
に関する事務であって主務省令で定めるもの
備考：番号法別表第1の101の項下欄に掲げる
事務

事後
重要な変更には該当しない変
更

令和4年12月16日 別添4-12

提供先：厚生労働大臣
法令上の根拠：番号法別表第２の２１の項
提供先における用途：身体障害者福祉法による
費用の徴収に関する事務であって主務省令で
定めるもの

削除 事後
重要な変更には該当しない変
更

令和4年12月16日
（2本人確認情報ファイル）
Ⅱ-7-備考

現行システムのデータセンター化に伴う構築・移
行業務（本特定個人情報ファイルの取扱いを含
む。）を委託
1　構築業務
・基盤環境運用業務の委託事項として実施
2　移行業務
・システム運用・保守業務又は基盤環境運用業
務の委託事項として実施

削除 事後
重要な変更には該当しない変
更

令和4年12月16日 別添5-52 追加

移転先：健康福祉部障害者支援課
個人番号の利用が可能な事務：心身障害者等に
対する福祉タクシー利用券の交付に関する事務
であって規則で定めるもの
備考：区番号条例別表11の項右欄に掲げる事
務

事後
重要な変更には該当しない変
更

令和4年12月16日 別添5-51 追加

移転先：健康福祉部障害者支援課
個人番号の利用が可能な事務：心身障害者の医
療費の助成に関する条例（昭和49年3月東京
都条例第２０号）による医療費の助成に関する
事務であって規則で定めるもの
備考：区番号条例別表10の項右欄に掲げる事
務

事後
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和4年12月16日 別添5-53 追加

移転先：健康福祉部障害者支援課
個人番号の利用が可能な事務：心身障害者等に
対する自動車の燃料費の助成に関する事務で
あって規則で定めるもの
備考：区番号条例別表12の項右欄に掲げる事
務

事後
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅰ基本情報-2.特定個人情報
ﾌｧｲﾙを取扱う事務において使
用するｼｽﾃﾑ-ｼｽﾃﾑ2-②ｼｽﾃﾑの
機能

〈前省略〉3 個人番号ｶｰﾄﾞを利用した転入(特例
転入)
転入の届出を受け付けた際に、あわせて個人番
号ｶｰﾄﾞが提示された場合、当該個人番号ｶｰﾄﾞを
用いて転入処理を行う。〈以下省略〉

〈前省略〉3 個人番号ｶｰﾄﾞを利用した転入(特例
転入)
個人番号ｶｰﾄﾞの交付を受けている者等の転入
が予定されている場合に、転出証明書情報を
CSを通じて受け取り、その者に係る転入の届
出を受けた際に、個人番号ｶｰﾄﾞを用いて転入処
理を行う(一定期間経過後も転入の届出が行わ
れない場合は、受け取った転出証明書情報を消
去する。)。〈以下省略〉

事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅰ基本情報-2.特定個人情報
ﾌｧｲﾙを取扱う事務において使
用するｼｽﾃﾑ-ｼｽﾃﾑ1-③他ｼｽﾃﾑ
との接続

[　　　] 情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
[　　　] 庁内連携ｼｽﾃﾑ
[　○　] 住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
[　　　] 既存住民基本台帳ｼｽﾃﾑ
[　○　] 宛名ｼｽﾃﾑ等
[　○　] 税務ｼｽﾃﾑ
[　○　] その他 (国民健康保険･国民年金･後期
高齢者医療･介護保険･児童手当等の他の業務ｼ
ｽﾃﾑ)

[　　　] 情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
[　○　] 庁内連携ｼｽﾃﾑ
[　○　] 住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
[　　　] 既存住民基本台帳ｼｽﾃﾑ
[　　　] 宛名ｼｽﾃﾑ等
[　○　] 税務ｼｽﾃﾑ
[　○　] その他 (国民健康保険･国民年金･後期
高齢者医療･介護保険･児童手当等の他の業務ｼ
ｽﾃﾑ)

事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅰ基本情報-2.特定個人情報
ﾌｧｲﾙを取扱う事務において使
用するｼｽﾃﾑ-ｼｽﾃﾑ1-②ｼｽﾃﾑの
機能

〈前省略〉9 中間ｻｰﾊﾞｰとの連携
世帯情報の異動発生の都度、団体内統合宛名ｼｽ
ﾃﾑを通じ、中間ｻｰﾊﾞｰへ更新後の世帯情報を提
供する。〈以下省略〉

〈前省略〉9 中間ｻｰﾊﾞｰとの連携
世帯情報の異動発生の都度、共通連携基盤ｼｽﾃﾑ
の団体内統合宛名機能を通じ、中間ｻｰﾊﾞｰへ更
新後の世帯情報を提供する。〈以下省略〉

事前
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅰ基本情報-2.特定個人情報
ﾌｧｲﾙを取扱う事務において使
用するｼｽﾃﾑ-ｼｽﾃﾑ3-②ｼｽﾃﾑの
機能

1 統一識別番号付番
情報保有機関内で個人を特定するために利用
する統一識別番号が未登録の個人について、新
規に統一識別番号を付番する。
2 宛名情報等管理
団体内統合宛名ｼｽﾃﾑにおいて宛名情報等を統
一識別番号、個人番号とひも付けて保存し、管
理する。
3 中間ｻｰﾊﾞｰ連携
中間ｻｰﾊﾞｰまたは中間ｻｰﾊﾞｰ端末からの要求に
基づき、統一識別番号にひも付く宛名情報等を
通知する。
4 既存住基ｼｽﾃﾑ連携
既存住基ｼｽﾃﾑ(平成28年1月稼動)からの要求
に基づき、個人番号又は統一識別番号にひも付
く宛名情報等を通知する。
5 権限管理
団体内統合宛名ｼｽﾃﾑ端末を利用する職員の認
証と職員に付与された権限に基づいた各種機
能や個人情報(連携対象)へのｱｸｾｽ制御を行う。

1 申請管理機能
申請者が地方公共団体に対し申請手続等を行
うﾏｲﾅﾎﾟｰﾀﾙと標準準拠ｼｽﾃﾑの間を連携する機
能
2 庁内ﾃﾞｰﾀ連携機能
標準準拠ｼｽﾃﾑが、他の標準準拠ｼｽﾃﾑにﾃﾞｰﾀを
送信又は他の標準準拠ｼｽﾃﾑからﾃﾞｰﾀを受信す
ることを効率的かつ円滑に行う機能
3 住登外者宛名番号管理機能
庁内で管理する住登外者(既存住民基本台帳ｼｽ
ﾃﾑ以外の標準準拠ｼｽﾃﾑにおいて住民とは別に
管理しておく必要がある者をいう。）を一意に特
定するための住登外者宛名番号を付番・管理す
る機能
4 団体内統合宛名機能
団体内統合宛名番号を付番し、中間ｻｰﾊﾞｰと連
携する機能
5 EUC機能
職員自身が表計算ｿﾌﾄ等を用いて情報を活用す
るために基幹業務ｼｽﾃﾑのﾃﾞｰﾀを抽出、分析、加
工、出力する機能

事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅰ基本情報-2.特定個人情報
ﾌｧｲﾙを取扱う事務において使
用するｼｽﾃﾑ-ｼｽﾃﾑ3-①ｼｽﾃﾑの
名称

団体内統合宛名ｼｽﾃﾑ 共通連携基盤ｼｽﾃﾑ 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅰ基本情報-2.特定個人情報
ﾌｧｲﾙを取扱う事務において使
用するｼｽﾃﾑ-ｼｽﾃﾑ2-②ｼｽﾃﾑの
機能

〈前省略〉6 本人確認情報整合
本人確認情報ﾌｧｲﾙの内容が、東京都が東京都
ｻｰﾊﾞｰにおいて〈以下省略〉

〈前省略〉6 本人確認情報整合
本人確認情報ﾌｧｲﾙの内容が、東京都知事が東京
都ｻｰﾊﾞｰにおいて〈以下省略〉

事前
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅰ基本情報-2.特定個人情報
ﾌｧｲﾙを取扱う事務において使
用するｼｽﾃﾑ-ｼｽﾃﾑ4-③他のｼｽ
ﾃﾑとの接続

[　○　] 情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
[　　　] 庁内連携ｼｽﾃﾑ
[　　　] 住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
[　　　] 既存住民基本台帳ｼｽﾃﾑ
[　○　] 宛名ｼｽﾃﾑ
[　　　] 税務ｼｽﾃﾑ
[　　　] その他 (　　　　　　　)

[　○　] 情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
[　○　] 庁内連携ｼｽﾃﾑ
[　　　] 住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
[　　　] 既存住民基本台帳ｼｽﾃﾑ
[　　　] 宛名ｼｽﾃﾑ
[　　　] 税務ｼｽﾃﾑ
[　　　] その他 (　　　　　　　)

事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅰ基本情報-2.特定個人情報
ﾌｧｲﾙを取扱う事務において使
用するｼｽﾃﾑ-ｼｽﾃﾑ4-②ｼｽﾃﾑの
機能

〈前省略〉4 既存住基ｼｽﾃﾑ接続
中間ｻｰﾊﾞｰと団体内統合宛名ｼｽﾃﾑとの間で照会
内容、提供内容、特定個人情報(連携対象)等に
ついて連携する。〈以下省略〉

〈前省略〉4 既存住基ｼｽﾃﾑ接続
中間ｻｰﾊﾞｰと共通連携基盤ｼｽﾃﾑの団体内統合宛
名機能との間で照会内容、提供内容、特定個人
情報(連携対象)等について連携する。〈以下省
略〉

事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅰ基本情報-2.特定個人情報
ﾌｧｲﾙを取扱う事務において使
用するｼｽﾃﾑ-ｼｽﾃﾑ3-③他のｼｽ
ﾃﾑとの接続

[　　　] 情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
[　　　] 庁内連携ｼｽﾃﾑ
[　　　] 住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
[　○　] 既存住民基本台帳ｼｽﾃﾑ
[　　　] 宛名ｼｽﾃﾑ
[　○　] 税務ｼｽﾃﾑ
[　○　] その他 (情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑを介した
情報提供等を行う事務で使用する他の業務ｼｽﾃ
ﾑ、中間ｻｰﾊﾞｰ)

[　　　] 情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
[　　　] 庁内連携ｼｽﾃﾑ
[　　　] 住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
[　○　] 既存住民基本台帳ｼｽﾃﾑ
[　　　] 宛名ｼｽﾃﾑ
[　○　] 税務ｼｽﾃﾑ
[　○　] その他 (他の業務ｼｽﾃﾑ、ｻｰﾋﾞｽ検索･電
子申請機能(ﾏｲﾅﾎﾟｰﾀﾙぴったりｻｰﾋﾞｽ)、中間ｻｰ
ﾊﾞｰ)

事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅰ基本情報-2.特定個人情報
ﾌｧｲﾙを取扱う事務において使
用するｼｽﾃﾑ-ｼｽﾃﾑ5-①ｼｽﾃﾑの
名称

―
ｻｰﾋﾞｽ検索･電子申請機能(ﾏｲﾅﾎﾟｰﾀﾙぴったりｻｰ
ﾋﾞｽ)

事前
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅰ基本情報-2.特定個人情報
ﾌｧｲﾙを取扱う事務において使
用するｼｽﾃﾑ-ｼｽﾃﾑ5-③他のｼｽ
ﾃﾑとの接続

―

[　　　] 情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
[　○　] 庁内連携ｼｽﾃﾑ
[　　　] 住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
[　　　] 既存住民基本台帳ｼｽﾃﾑ
[　　　] 宛名ｼｽﾃﾑ
[　　　] 税務ｼｽﾃﾑ
[　　　] その他 (　　　　　　　)

事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅰ基本情報-2.特定個人情報
ﾌｧｲﾙを取扱う事務において使
用するｼｽﾃﾑ-ｼｽﾃﾑ5-②ｼｽﾃﾑの
機能

―

1 住民向け機能
自らが受けることができるｻｰﾋﾞｽをｵﾝﾗｲﾝで検
索及び申請ができる機能
2 地方公共団体向け機能
住民が電子申請を行った際の申請ﾃﾞｰﾀ取得画
面又は機能を、地方公共団体に公開する機能

事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅰ基本情報-4.特定個人情報
ﾌｧｲﾙを取り扱う理由-①事務
実施上の必要性

3送付先情報ﾌｧｲﾙ
〈前省略〉個人番号通知書による番号の通知及
び個人番号ｶｰﾄﾞ交付申請書の送付については、
事務効率化等の観点から、市町村から、機構に
委任しており、機構に個人番号通知書及び交付
申請書の送付先情報を提供する。(個人番号ｶｰ
ﾄﾞ省令第35条(個人番号通知書、個人番号ｶｰ
ﾄﾞ関連事務の委任)により機構に対する事務の
一部の委任が認められている。)

3送付先情報ﾌｧｲﾙ
〈前省略〉個人番号通知書による番号の通知及
び個人番号ｶｰﾄﾞ交付申請書の送付については、
個人番号ｶｰﾄﾞ省令第23条の2(個人番号通知
書及び個人番号ｶｰﾄﾞに関し機構が処理する事
務)に基づいて機構が行うこととされているこ
とから、機構に個人番号通知書及び交付申請書
の送付先情報を提供する。

事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅰ基本情報-4.特定個人情報
ﾌｧｲﾙを取り扱う理由-①事務
実施上の必要性

1住民基本台帳ファイル
〈前省略〉(3)番号法に定める特定個人情報の
提供を行うに当たり、情報提供ネットワークシス
テムと情報連携する中間サーバーに特定個人情
報の登録・変更を行うため、団体内統合宛名シ
ステムと情報連携する。〈以下省略〉

1住民基本台帳ファイル
〈前省略〉(3)番号法に定める特定個人情報の
提供を行うに当たり、情報提供ネットワークシス
テムと情報連携する中間サーバーに特定個人情
報の登録・変更を行うため、共通連携基盤シス
テムの団体内統合宛名機能と情報連携する。
〈以下省略〉

事前
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅰ基本情報-4.特定個人情報
ﾌｧｲﾙを取り扱う理由-②実現
が期待されるメリット

個人番号カードのＩＣチップに格納 個人番号カードのＩＣチップ等に格納 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日
Ⅰ基本情報-5.個人番号の利
用-法令上の根拠

〈前省略〉3 個人番号ｶｰﾄﾞ省令
・第35条(個人番号通知書、個人番号ｶｰﾄﾞ関連
事務の委任)
・第36条(個人番号通知書、個人番号ｶｰﾄﾞ関連
事務に係る通知)

〈前省略〉3 個人番号ｶｰﾄﾞ省令
(平成26年総務省令第85号)
第23条の2(個人番号通知書及び個人番号ｶｰ
ﾄﾞに関し機構が処理する事務)
第35条(個人番号通知書･個人番号ｶｰﾄﾞ関連事
務の委任)
第36条(機構への通知)

事前

重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更
法令改正に伴う変更

令和5年9月1日
Ⅰ基本情報-5.個人番号の利
用-法令上の根拠

〈前省略〉2 住基法
・第5条(住民基本台帳の備付け)〈以下省略〉

〈前省略〉2 住基法
(昭和42年7月25日法律第81号)
・第5条(住民基本台帳の備付け)〈以下省略〉

事前
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更

令和5年9月1日
Ⅰ基本情報-5.個人番号の利
用-法令上の根拠

1 番号法
・第7条(指定及び通知)〈以下省略〉

1 番号法
(平成25年5月31日法律第27号)
・第7条(指定及び通知)〈以下省略〉

事前
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更

令和5年9月1日

Ⅰ基本情報-6.情報提供ﾈｯﾄﾜｰ
ｸｼｽﾃﾑによる情報連携-②法令
上の根拠

〈前省略〉別表第二の1、2、3、4、6、8、9、11、
16、18、20、23、27、30、31、34、35、
37、38､39、40、42、48、53、54、57、
58、59、61、62、66、67、70、74、77、
80、84、85の2、89、91、92、94、96、97、
101、102、103、105、106、107、108、
111、112、113、114、116、117及び120の
項〈以下省略〉

〈前省略〉別表第二の1、2、3、4、5、6、9、11、
13、18、25、32、34、38、41、42、47、
48、49､51、53、54、56、62、67、68、
73、75、76、78、79、83、84、89、97、
100、104、108、114、119、121、122、
124、129、130、134、135､137、138、
140、141、142、145、146、147､148、
151、152及び155の項〈以下省略〉

事前
重要な変更
法令改正に伴う変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民
基本台帳ﾌｧｲﾙ-3.特定個人情
報の入手･使用-⑧使用方法

〈前省略〉･番号法に基づき、特定個人情報の提
供･移転を行うため、団体内統合宛名ｼｽﾃﾑに住
民票情報を連携する。

〈前省略〉6 番号法に基づき、特定個人情報の
提供･移転を行うため、共通連携基盤ｼｽﾃﾑ団体
内統合宛名機能に住民票情報を連携する。
7 本人又は本人と同一の世帯に属する者から
のｻｰﾋﾞｽ検索･電子申請機能(ﾏｲﾅﾎﾟｰﾀﾙぴったり
ｻｰﾋﾞｽ)による転出届の申請を受理する。

事前
重要な変更
自治体システム標準化に伴う
変更

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民
基本台帳ﾌｧｲﾙ-3.特定個人情
報の入手･使用-②入手方法

[　○　] 紙
[　　　] 電子記録媒体(ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘを除く。)
[　　　] ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ
[　　　] 電子ﾒｰﾙ
[　　　] 専用線
[　　　] 庁内連携ｼｽﾃﾑ
[　　　] 情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
[　○　] その他 (住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ、国
民健康保険･国民年金･後期高齢者医療･介護保
険･児童手当等の他の業務ｼｽﾃﾑ)

[　○　] 紙
[　　　] 電子記録媒体(ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘを除く。)
[　　　] ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ
[　　　] 電子ﾒｰﾙ
[　　　] 専用線
[　○　] 庁内連携ｼｽﾃﾑ
[　　　] 情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
[　○　] その他 （住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ、ｻｰ
ﾋﾞｽ検索･電子申請機能(ﾏｲﾅﾎﾟｰﾀﾙぴったりｻｰﾋﾞ
ｽ)、国民健康保険･国民年金･後期高齢者医療･
介護保険･児童手当等の他の業務ｼｽﾃﾑ)

事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民
基本台帳ﾌｧｲﾙ-4.特定個人情
報ﾌｧｲﾙの取扱の委託-委託事
項2 ｼｽﾃﾑ運用･保守業務-①委
託内容

既存住基ｼｽﾃﾑ･団体内統合宛名ｼｽﾃﾑを含む基幹
系ｼｽﾃﾑの障害監視作業〈以下省略〉

既存住基ｼｽﾃﾑを含む基幹系ｼｽﾃﾑの障害監視作
業〈以下省略〉

事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民
基本台帳ﾌｧｲﾙ-4.特定個人情
報ﾌｧｲﾙの取扱の委託-委託の
有無

[ 委託する ]
（ 1 ）件

[ 委託する ]
（ 5 ）件

事前
重要な変更
自治体システム標準化に伴う
変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民
基本台帳ﾌｨﾙ-4.特定個人情報
ﾌｧｲﾙの取扱の委託-委託事項
2 ｼｽﾃﾑ運用･保守業務-④委託
先への特定個人情報ﾌｧｲﾙの提
供方法

[　　　] 専用線
[　　　] 電子ﾒｰﾙ
[　　　] 電子記録媒体(ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘを除く。)
[　　　] ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ
[　　　] 紙
[　○　] その他 (既存住基ｼｽﾃﾑが格納されてい
るｻｰﾊﾞｰ等での作業となるため、直接的な特定
個人情報ﾌｧｲﾙの提供は行わない。)

[　○　] 専用線
[　　　] 電子ﾒｰﾙ
[　　　] 電子記録媒体(ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘを除く。)
[　　　] ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ
[　　　] 紙
[　○　] その他 (既存住基ｼｽﾃﾑが格納されてい
るｻｰﾊﾞｰ等での作業となるため、直接的な特定
個人情報ﾌｧｲﾙの提供は行わない。)

事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民
基本台帳ﾌｧｲﾙ-4.特定個人情
報ﾌｧｲﾙの取扱の委託-委託事
項3-①委託内容

ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰでの既存住基ｼｽﾃﾑ･団体内統合宛名ｼｽ
ﾃﾑを含む基幹系ｼｽﾃﾑの基盤環境の構築、運用、
ｼｽﾃﾑ移行業務、ｼｽﾃﾑのﾃﾞｰﾀの滅失等に備えた
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾀの別拠点での保管等

ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｸﾗｳﾄﾞでの申請管理機能･団体内統合宛
名機能を含む既存住基ｼｽﾃﾑ等の事務処理ｼｽﾃﾑ
の基盤環境の構築、運用、ｼｽﾃﾑ移行業務、ｼｽﾃﾑ
ﾃﾞｰﾀの滅失に備えたﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾀの保管等

事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民
基本台帳ﾌｨﾙ-4.特定個人情報
ﾌｧｲﾙの取扱の委託-委託事項
3

基盤環境運用業務 共通連携基盤ｼｽﾃﾑ運用･保守業務 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民
基本台帳ﾌｧｲﾙ-4.特定個人情
報ﾌｧｲﾙの取扱の委託-委託事
項2 ｼｽﾃﾑ運用･保守業務-再委
託-⑧再委託の許諾方法

委託先から再委託の理由、再委託先の名称、代
表者及び所在地、再委託する業務内容、業務に
おける管理体制等を明示した再委託の申請を
受け、許諾の可否を判断

事前に書面による申請を受け、再委託内容･再
委託先･理由等により、許諾を判断する。許諾す
る場合には、再委託先事業者は、委託業者が果
たすべき安全管理措置と同等の措置を講ずる
能力のあることが確認された事業者に限定する
こととし、委託業者は再委託先と締結する再委
託契約において、委託業者と同等の安全管理義
務を課すものとする。

事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民
基本台帳ﾌｧｲﾙ-4.特定個人情
報ﾌｧｲﾙの取扱の委託-委託事
項3-④委託先への特定個人
情報ﾌｧｲﾙの提供方法

[　○　] 専用線
[　　　] 電子ﾒｰﾙ
[　○　] 電子記録媒体(ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘを除く。)
[　　　] ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ
[　　　] 紙
[　○　] その他 (ｻｰﾊﾞｰでのｼｽﾃﾑ操作･作業用端
末でのｼｽﾃﾑ操作(直接的な特定個人情報ﾌｧｲﾙの
提供は行わない。))

[　○　] 専用線
[　　　] 電子ﾒｰﾙ
[　○　] 電子記録媒体(ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘを除く。)
[　○　] ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ
[　○　] 紙
[　○　] その他 (ｼｽﾃﾑ操作上での参照の可能性
あり(直接的な特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供は行わ
ない。))

事前
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民
基本台帳ﾌｧｲﾙ-4.特定個人情
報ﾌｧｲﾙの取扱の委託-委託事
項5

― 宛名ｼｽﾃﾑ運用･保守業務 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民
基本台帳ﾌｧｲﾙ-4.特定個人情
報ﾌｧｲﾙの取扱の委託-委託事
項3-再委託-⑧再委託の許諾
方法

委託先から再委託の理由、再委託先の名称、代
表者及び所在地、再委託する業務内容、業務に
おける管理体制等を明示した再委託の申請を
受け、許諾の可否を判断

事前に書面による申請を受け、再委託内容・再
委託先・理由等により、許諾を判断する。許諾す
る場合には、再委託先事業者は、委託業者が果
たすべき安全管理措置と同等の措置を講ずる
能力のあることが確認された事業者に限定する
こととし、委託業者は再委託先と締結する再委
託契約において、委託業者と同等の安全管理義
務を課すものとする。

事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民
基本台帳ﾌｧｲﾙ-4.特定個人情
報ﾌｧｲﾙの取扱の委託-委託事
項5-対象となる本人の数

― [ 10万人以上100万人未満 ] 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民
基本台帳ﾌｧｲﾙ-4.特定個人情
報ﾌｧｲﾙの取扱の委託-委託事
項5-②取扱いを委託する特
定個人情報ﾌｧｲﾙの範囲

― [ 特定個人情報ﾌｧｲﾙの全体 ] 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民
基本台帳ﾌｧｲﾙ-4.特定個人情
報ﾌｧｲﾙの取扱の委託-委託事
項5-①委託内容

―

宛名ｼｽﾃﾑ(支援措置対応機能を含む。)の障害監
視作業、障害復旧作業、ﾊﾟｯｹｰｼﾞｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ保守
作業、ｼﾞｮﾌﾞｽｹｼﾞｭｰﾘﾝｸﾞや帳票印刷等のｼｽﾃﾑ運
用作業、制度改正に伴う改修作業、職員からの
問い合わせに対する調査、作業指示に基づく
ﾃﾞｰﾀ抽出等

事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民
基本台帳ﾌｧｲﾙ-4.特定個人情
報ﾌｧｲﾙの取扱の委託-委託事
項5-対象となる本人の範囲

― 上記2.③の「対象となる本人の範囲」と同じ。 事前
重要な変更
自治体システム標準化に伴う
変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民
基本台帳ﾌｧｲﾙ-4.特定個人情
報ﾌｧｲﾙの取扱の委託-委託事
項5-④委託先への特定個人
情報ﾌｧｲﾙの提供方法

―

[　○　] 専用線
[　　　] 電子ﾒｰﾙ
[　○　] 電子記録媒体(ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘを除く。)
[　○　] ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ
[　○　] 紙
[　○　] その他 (ｼｽﾃﾑ操作上での参照の可能性
あり(直接的な特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供は行わ
ない。)）

事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民
基本台帳ﾌｧｲﾙ-4.特定個人情
報ﾌｧｲﾙの取扱の委託-委託事
項5-③委託先における取扱
者数

― [ 10人以上50人未満 ] 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民
基本台帳ﾌｧｲﾙ-4.特定個人情
報ﾌｧｲﾙの取扱の委託-委託事
項5-⑥委託先名

― 未定 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民
基本台帳ﾌｧｲﾙ-4.特定個人情
報ﾌｧｲﾙの取扱の委託-委託事
項5-⑤委託先名の確認方法

― 問合せがあった場合は随時回答する。 事前
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民
基本台帳ﾌｧｲﾙ-4.特定個人情
報ﾌｧｲﾙの取扱の委託-委託事
項5-再委託-⑦再委託の有無

― [ 再委託する ] 事前
重要な変更
自治体システム標準化に伴う
変更

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民
基本台帳ﾌｧｲﾙ-5.特定個人情
報の提供・移転(委託に伴うも
のを除く。)-提供先5-①法令
上の根拠

目黒区特定個人情報の保護に関する条例(平成
27年9月目黒区条例第26号)第13条

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律
第57号)第76条、第78条及び第79条

事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民
基本台帳ﾌｧｲﾙ-4.特定個人情
報ﾌｧｲﾙの取扱の委託-委託事
項5-再委託-⑨再委託事項

―
上記①委託事項のうち、必要最小限の範囲内で
区が認める事項

事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民
基本台帳ﾌｧｲﾙ-4.特定個人情
報ﾌｧｲﾙの取扱の委託-委託事
項5-再委託-⑧再委託の許諾
方法

―

事前に書面による申請を受け、再委託内容･再
委託先･理由等により、許諾を判断する。許諾す
る場合には、再委託先事業者は、委託業者が果
たすべき安全管理措置と同等の措置を講ずる
能力のあることが確認された事業者に限定する
こととし、委託業者は再委託先と締結する再委
託契約において、委託業者と同等の安全管理義
務を課すものとする。

事前
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民
基本台帳ﾌｧｲﾙ-6.特定個人情
報の保管・消去-①保管場所

<目黒区における措置>
1 ｼｽﾃﾑのｻｰﾊﾞｰ群(ｼｽﾃﾑ障害時における証明書
発行等の対応のため縮退運用環境用ｻｰﾊﾞｰを除
く。)は、〈以下省略〉

<ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｸﾗｳﾄﾞ(※)における措置>
1 ｻｰﾊﾞｰ等はｸﾗｳﾄﾞ事業者が保有・管理する環境
に設置し、設置場所のｾｷｭﾘﾃィ対策はｸﾗｳﾄﾞ事業
者が実施する。なお、ｸﾗｳﾄﾞ事業者はISMAPの
ﾘｽﾄに登録されたｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ事業者であり、ｾｷｭ
ﾘﾃｨ管理策が適切に実施されているほか、次を
満たすものとする。
(1)ISO/IEC 27017、ISO/IEC 27018の
認証を受けていること。
(2)日本国内でのﾃﾞｰﾀ保管を条件としているこ
と。
(※)ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｸﾗｳﾄﾞ 地方公共団体における国仕
様準拠の情報ｼｽﾃﾑ等も利用可能な国調達のｸﾗｳ
ﾄﾞｻｰﾋﾞｽ
2 特定個人情報は、ｸﾗｳﾄﾞ事業者が管理するﾃﾞｰ
ﾀｾﾝﾀｰ内のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽに保存され、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟも日

事前
重要な変更
自治体システム標準化に伴う
変更

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民
基本台帳ﾌｧｲﾙ-5.特定個人情
報の提供・移転(委託に伴うも
のを除く。)-移転先1-⑦時期･
頻度

随時
随時(移転先における番号利用事務の手続で必
要な都度)

事前
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民
基本台帳ﾌｧｲﾙ-6.特定個人情
報の保管・消去-③消去方法

<目黒区における措置>
本特定個人情報ﾌｧｲﾙ内の保管期間が経過した
ﾃﾞｰﾀは、ｼｽﾃﾑにて自動判別し、消去する。〈以下
省略〉

<ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｸﾗｳﾄﾞにおける措置>
1 特定個人情報の消去は地方公共団体からの
操作によって実施される。地方公共団体の業務
ﾃﾞｰﾀは、国及びｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｸﾗｳﾄﾞのｸﾗｳﾄﾞ事業者に
はｱｸｾｽが制御されているため特定個人情報を
消去することはない。
2 ｸﾗｳﾄﾞ事業者がHDDやSSDなどの記録装置
等を障害やﾒﾝﾃﾅﾝｽ等により交換する際にﾃﾞｰﾀ
の復元がされないよう、ｸﾗｳﾄﾞ事業者において、
NIST 800-88、ISO/IEC 27001等にした
がって確実にﾃﾞｰﾀを消去する。
3 既存ｼｽﾃﾑについては、地方公共団体が委託し
た開発事業者が既存の環境からｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｸﾗｳﾄﾞ
へ移行することになるが、移行に際しては、ﾃﾞｰ
ﾀ抽出及びｸﾗｳﾄﾞ環境へのﾃﾞｰﾀ投入、並びに利用
しなくなった環境の破壊等を実施する。

<目黒区における措置>
本特定個人情報ﾌｧｲﾙ内の保管期間が経過した
ﾃﾞｰﾀは、ｼｽﾃﾑにて自動判別し、消去する。

事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 2本人
確認情報ﾌｧｲﾙ-4.特定個人情
報ﾌｧｲﾙの取扱いの委託-委託
事項1-再委託-⑧再委託の許
諾方法

委託先から再委託の理由、再委託先の名称、代
表者及び所在地、再委託する業務内容、業務に
おける管理体制等を明示した再委託の申請を
受け、許諾の可否を判断

事前に書面による申請を受け、再委託内容･再
委託先･理由等により、許諾を判断する。許諾す
る場合には、再委託先事業者は、委託業者が果
たすべき安全管理措置と同等の措置を講ずる
能力のあることが確認された事業者に限定する
こととし、委託業者は再委託先と締結する再委
託契約において、委託業者と同等の安全管理義
務を課すものとする。

事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民
基本台帳ﾌｧｲﾙ-7.備考

―

1 住民記録ｼｽﾃﾑについては、令和7年度までに
ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｸﾗｳﾄﾞに構築の国仕様に準拠したｼｽﾃﾑ
に移行予定
2 上記移行に先立ち、関連ｼｽﾃﾑ間のﾃﾞｰﾀ連携
等を担う共通連携基盤ｼｽﾃﾑ(庁内連携ｼｽﾃﾑ)を
構築(従来の団体内統合宛名ｼｽﾃﾑ･申請管理ｼｽﾃ
ﾑも包含)をｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｸﾗｳﾄﾞ上に構築
3 上記移行に伴う既存ｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀは、移行後速や
かに消去する。

事前
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 3送付
先情報ﾌｧｲﾙ-2.基本情報-③対
象となる本人の範囲-その必
要性

〈前省略〉区は、個人番号ｶｰﾄﾞ省令第35条(個人
番号通知書、個人番号ｶｰﾄﾞ関連事務の委任)に
基づき、これらの事務の実施を機構に委任す
る。

〈前省略>機構は、個人番号ｶｰﾄﾞ省令第23条の
2(個人番号通知書及び個人番号ｶｰﾄﾞに関し機
構が処理する事務)に基づき、これらの事務を
実施する。

事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 3送付
先情報ﾌｧｲﾙ-3.特定個人情報
の入手･使用-⑥使用目的

個人番号ｶｰﾄﾞ省令第35条(個人番号通知書、個
人番号ｶｰﾄﾞ関連事務の委任)に基づく委任を受
けて個人番号通知書の発送業務を行う機構に
対し、業務に必要な情報として送付先情報を作
成し、個人番号ｶｰﾄﾞ省令第36条(個人番号通知
書、個人番号ｶｰﾄﾞ関連事務に係る通知)に基づ
き通知する必要があるため。

個人番号ｶｰﾄﾞ省令第23条の2(個人番号通知
書及び個人番号ｶｰﾄﾞに関し機構が処理する事
務)に基づき個人番号通知書及び交付申請書の
印刷、送付並びに個人番号ｶｰﾄﾞの発行を行う機
構に対し、個人番号通知書及び交付申請書の送
付先情報を提供するため。

事前

重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更
法令改正に伴う変更

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 3送付
先情報ﾌｧｲﾙ-3.特定個人情報
の入手･使用-⑤本人への明示

個人番号の通知及び個人番号ｶｰﾄﾞの交付に関
する事務の一部を委任する機構に対する委任
事務に必要な情報(送付先情報)の通知(提供)
項目については、個人番号ｶｰﾄﾞ省令第36条(個
人番号通知書、個人番号ｶｰﾄﾞ関連事務に係る通
知)に規定されており、この通知(提供)を行うた
めに必要な情報をｼｽﾃﾑ管理するものである。

個人番号ｶｰﾄﾞ省令第23条の2(個人番号通知
書及び個人番号ｶｰﾄﾞに関し機構が処理する事
務)

事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 3送付
先情報ﾌｧｲﾙ-2.基本情報-④記
録される項目-その妥当性

〈前省略〉･その他(個人番号通知書及び交付申
請書の送付先の情報)
機構に対し、個人番号ｶｰﾄﾞ省令第35条(個人番
号通知書、個人番号ｶｰﾄﾞ関連事務の委任)に基
づき個人番号通知書及び交付申請書の印刷、送
付並びに個人番号ｶｰﾄﾞの発行を委任するため
に、個人番号ｶｰﾄﾞの券面記載事項のほか、個人
番号通知書及び交付申請書の送付先に係る情
報を記録する必要がある。

〈前省略〉2その他(個人番号通知書及び交付申
請書の送付先の情報)
機構に対し、個人番号ｶｰﾄﾞ省令第23条の2(個
人番号通知書及び個人番号ｶｰﾄﾞに関し機構が
処理する事務)に基づき個人番号通知書及び交
付申請書の印刷、送付並びに個人番号ｶｰﾄﾞの発
行を機構が行うために、個人番号ｶｰﾄﾞの券面記
載事項のほか、個人番号通知書及び交付申請書
の送付先に係る情報を記録する必要がある。

事前
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 3送付
先情報ﾌｧｲﾙ-5.特定個人情報
の提供･移転(委託に伴うもの
を除く。)-提供先1-①法令上
の根拠

個人番号ｶｰﾄﾞ省令第35条(個人番号通知書、個
人番号ｶｰﾄﾞ関連事務の委任)

個人番号ｶｰﾄﾞ省令第23条の2(個人番号通知
書及び個人番号ｶｰﾄﾞに関し機構が処理する事
務)

事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 3送付
先情報ﾌｧｲﾙ-4.特定個人情報
ﾌｧｲﾙの取扱いの委託-再委託-
⑧再委託の許諾方法

委託先から再委託の理由、再委託先の名称、代
表者及び所在地、再委託する業務内容、業務に
おける管理体制等を明示した再委託の申請を
受け、許諾の可否を判断

事前に書面による申請を受け、再委託内容･再
委託先･理由等により、許諾を判断する。許諾す
る場合には、再委託先事業者は、委託業者が果
たすべき安全管理措置と同等の措置を講ずる
能力のあることが確認された事業者に限定する
こととし、委託業者は再委託先と締結する再委
託契約において、委託業者と同等の安全管理義
務を課すものとする。

事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 3送付
先情報ﾌｧｲﾙ-3.特定個人情報
の入手･使用-⑧使用方法

既存住基ｼｽﾃﾑより個人番号の通知対象者の情
報を取得し、個人番号ｶｰﾄﾞ省令第35条（個人番
号通知書、個人番号ｶｰﾄﾞ関連事務の委任)に基
づき事務を委任する機構に対し、住基ﾈｯﾄを用
いて送付先情報を提供する。
(既存住基ｼｽﾃﾑ→市町村CS→個人番号ｶｰﾄﾞ管
理ｼｽﾃﾑ(機構)）。

既存住基ｼｽﾃﾑより個人番号の通知対象者の情
報を抽出し、個人番号通知書及び交付申請書等
の印刷及び送付に係る事務を個人番号ｶｰﾄﾞ省
令第23条の2(個人番号通知書及び個人番号
ｶｰﾄﾞに関し機構が処理する事務)に基づいて行
う機構に対し提供する(既存住基ｼｽﾃﾑ→市町村
CS→個人番号ｶｰﾄﾞ管理ｼｽﾃﾑ(機構)）。

事前

重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更
法令改正に伴う変更

令和5年9月1日
(別添2)特定個人情報ﾌｧｲﾙ記
録項目

〈前省略〉〈団体内統合宛名ｼｽﾃﾑ記録項目(※
1)〉～
(※1)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑを通じた情報提供を
行うため、団体内統合宛名ｼｽﾃﾑにおいて別途保
有される情報〈以下省略〉

〈前省略〉〈団体内統合宛名機能記録項目(※
1)〉～
(※1)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑを通じた情報提供を
行うため、共通連携基盤ｼｽﾃﾑの団体内統合宛名
機能において別途保有される情報〈以下省略〉

事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅱ特定個人情報ﾌｧｲﾙの概要-
1.特定個人情報ﾌｧｲﾙ名 3送付
先情報ﾌｧｲﾙ-5.特定個人情報
の提供･移転(委託に伴うもの
を除く。)-提供先1-②提供先
における用途

市町村から個人番号ｶｰﾄﾞ省令第35条(個人番
号通知書、個人番号ｶｰﾄﾞ関連事務の委任)に基
づく委任を受け、個人番号通知書及び交付申請
書を印刷し、送付する。

個人番号ｶｰﾄﾞ省令第23条の2(個人番号通知
書及び個人番号ｶｰﾄﾞに関し機構が処理する事
務)に基づき個人番号通知書及び交付申請書を
印刷し、送付する。

事前
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-2.特定個人情報の
入手(情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑを
通じた入手を除く。)-ﾘｽｸ1:目
的外の入手が行われるﾘｽｸ-対
象者以外の情報の入手を防止
するための措置の内容

･住民からの届出・申請等の受付の際、窓口にお
いて、官公署発行の写真付きの本人確認資料
(個人番号ｶｰﾄﾞ等)又は複数点の本人確認資料
の提示を求め、対象者以外の情報の入手の防止
に努める。
･住基ﾈｯﾄを利用した情報の入手に当たっては、
既存住基ｼｽﾃﾑと住基ﾈｯﾄとのｼｽﾃﾑ連携仕様に基
づくため、対象者以外の情報を入手することは
ない。

1 窓口による申請･届出の手続で情報を入手す
るときは、対象者の確認を行うとともに、所定
の様式を使用することにより、対象者以外の情
報入手を防止する。
2 電子申請による手続で情報を入手するとき
は、ﾏﾆｭｱﾙやWeb上で、個人番号の提出が必要
な者の要件を明示、周知し、本人以外の情報の
入手を防止する。
3 内部から外部からを問わず、他の情報処理ｼｽ
ﾃﾑから情報を入手するときは、あらかじめ設定
した条件の情報のみを連携･参照するようにし、
対象外の情報の入手を防止する。
4 既に情報処理ｼｽﾃﾑに登録のある対象につい
て、新たな情報の入手につき、追記・変更を行う
ときは、対象を取り違えないよう、情報処理ｼｽﾃ
ﾑで検索を行い、対象を特定した上でで行う。

事前
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-2.特定個人情報の
入手(情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑを
通じた入手を除く。)-ﾘｽｸ1:目
的外の入手が行われるﾘｽｸ-必
要な情報以外を入手すること
を防止するための措置の内容

･住民から届出・申請等を受け付けるに当たって
記載する書類の様式は、住民基本台帳業務に必
要な情報のみを記載する様式としており、また、
記載要領を掲示し、必要な情報以外は記載され
ないようにする。
･届出書に記載された情報以外は、既存住基ｼｽﾃ
ﾑに入力できない仕組みとなっている。
･市町村CSからの情報の入手に当たっては、定
められたｲﾝﾀｰﾌｪｲｽに基づいて連携されるため、
必要な情報以外は連携されないことをｼｽﾃﾑ上
で担保する。

1 窓口による申請･届出の手続で情報を入手す
るときは、所定の様式により必要項目以外の記
載を防止する。
2 電子申請による手続で情報を入手するとき
は、画面での誘導を簡潔に行うことで、異なる
手続に係る申請や不要な情報を送信してしまう
ﾘｽｸを防止する。
3 内部から外部からを問わず、他の情報処理ｼｽ
ﾃﾑから情報を入手するときは、あらかじめ設定
した条件の情報の項目のみを連携･参照するよ
うにし、対象項目以外の情報の入手を防止す
る。
4 情報処理ｼｽﾃﾑに入力することができる情報
の項目をあらかじめ設定したものに限定するこ
とで、対象項目以外の情報入手を防止する。

事前
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名-1住民基
本台帳ﾌｧｲﾙ-2.特定個人情報
の入手(情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
を通じた入手を除く。)-ﾘｽｸ3:
入手した特定個人情報が不正
確であるﾘｽｸ-入手の際の本人
確認の措置の内容

住民からの届出・申請情報の入手に当たって
は、本人又は代理人の本人確認資料(運転免許
証等官公署発行の写真付きの身分証明書であ
れば1点、それがない場合は複数点の本人確認
資料)の提示を求め、本人確認を行う。

1 申請者・届出者(本人･代理人)の身元を証明
書等により確認し、なりすましによる手続を防
止する。
なお、身元を確認する証明書等の要件は、あら
かじめ申請者･届出者に提示する。
また、身元の確認について、法令等に定めがあ
るときは、その規定に従って行う。
2 申請者･届出者の身元の確認に際し疑義があ
るときは、保有する台帳の参照･情報処理シス
テムに既に登録のある情報の参照･他課・他自
治体への照会等により、必要事項を確認する。
3 ｵﾝﾗｲﾝ申請の際の身元確認は、電子証明書に
より行う。

事前
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-2.特定個人情報の
入手(情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑを
通じた入手を除く。)-ﾘｽｸ2:不
適切な方法で入手が行われる
ﾘｽｸ

･住民からの届出・申請等の受付は、住民記録事
務に従事する職員以外には行わせないことで、
入手権限を有しない者による詐取・奪取が行わ
れないようにする。
･既存住基ｼｽﾃﾑは、ｼｽﾃﾑを利用する必要がある
職員を特定し、生体(指静脈)情報とﾊﾟｽﾜｰﾄﾞに
よる二要素認証を行うとともに、操作ﾛｸﾞによる
証跡を記録する。

1 申請書･届出書の記載例や記載要領を充実さ
せ、記載が必要な理由や、記載不要の項目を明
示する。
2 電子申請による手続で情報を入手するとき
は、目的の手続に分かりやすく誘導できるよう
にする。
3 内部から外部からを問わず、他の情報処理ｼｽ
ﾃﾑから情報を入手するときは、適法性を確認し
た上で、連携する対象情報とその項目を設定す
る。
4 申請者･届出者の資格(本人･代理人)を確認
し、資格のない方からの情報入手を防止する。

事前
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-2.特定個人情報の
入手(情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑを
通じた入手を除く。)-ﾘｽｸ3:入
手した特定個人情報が不正確
であるﾘｽｸ-特定個人情報の正
確性確保の措置の内容

･住民票情報の入力、削除及び修正を行う場合
は、正確性を確保するため、入力、削除及び訂
正を行った者以外の者が確認するとともに、確
認した旨の記録を残している。
･職務上知り得た情報により、情報の誤りが発
覚した場合は、職権で適宜修正することで正確
性を確保する。

1 申請･届出の際は、対象者･申請内容･届出内
容を確認し、必要に応じ、保有する台帳の情報･
情報処理ｼｽﾃﾑに既に登録のある情報と照合す
る。
2 申請内容･届出内容と照合情報とが異なる場
合は、申請者･届出者・対象者本人に聞取り･疎
明資料の提示を求めることなどにより必要事項
を確認する。
3 郵送や代理人による手続の場合において、対
象者本人への手続の内容の確認が必要なとき
は、受理した旨の通知を郵送し、手続の内容を
確認する。
4 ｻｰﾋﾞｽ検索・電子申請機能(ﾏｲﾅﾎﾟｰﾀﾙぴったり
ｻｰﾋﾞｽ)からの個人番号を含む申請においては、
個人番号ｶｰﾄﾞ内の記憶領域に格納された個人
番号を申請ﾌｫｰﾑに自動転記を行うことにより、
不正確な個人番号の入力を抑止する。
5 情報処理ｼｽﾃﾑに情報の入力を行うときは、誤
入力を防止するために、入力者以外の者による
確認を行うなどして、入力内容の確認を行う。
6 入力･訂正及び削除作業に用いた帳票等は、
証拠書類として後に参照できるよう、保存年限
満了まで適正に保管する。
7 情報の内容更新が必要な行政事務について、
他の情報処理ｼｽﾃﾑから情報を入手しているとき
は定期的に連携を実施し、情報の陳腐化を防止
する。

事前
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-2.特定個人情報の
入手(情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑを
通じた入手を除く。)-ﾘｽｸ3:入
手した特定個人情報が不正確
であるﾘｽｸ-個人番号の真正性
確保の措置の内容

･個人番号ｶｰﾄﾞ(通知ｶｰﾄﾞ所持者にあっては、通
知ｶｰﾄﾞと法令により定められた身分証明書の
組み合わせ)の提示を受け、本人確認を行う。
･出生等により新たに個人番号が指定される場
合や、転入の届け出において個人番号ｶｰﾄﾞ(通
知ｶｰﾄﾞ所持者にあっては、通知ｶｰﾄﾞと法令によ
り定められた身分証明書の組み合わせ)の提示
がない場合には、住基ﾈｯﾄにて本人確認情報と
個人番号の対応付けの確認を行う。

1 申請書・届出書の内容の一部について、その
真正性を確認する必要があるときは、証明書等
により確認する。
 申請内容・届出内容の一部について真正性を
確認する証明書等の要件は、あらかじめ申請
者・届出者に提出する。
また、申請内容･届出内容の一部に真正性の確
認について、法令等に定めがあるときは、その
規定に従って行う。
2 申請内容･届出内容の一部の真正性の確認に
際し疑義があるときは、保有する台帳の参照･
情報処理ｼｽﾃﾑに既に登録のある情報の参照･他
課・他自治体への照会等により、必要事項を確
認する。

事前
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-2.特定個人情報の
入手(情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑを
通じた入手を除く。)-ﾘｽｸ3:入
手した特定個人情報が不正確
であるﾘｽｸ-その他の措置の内
容

―

行政情報処理を通常の処理以外の方法で行っ
たときは、あらかじめ定めた手順・事例蓄積に
より整理した的確な手順で行うとともに、記録
内容が適切かどうかを確認する。

事前
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-2.特定個人情報の
入手(情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑを
通じた入手を除く。)-ﾘｽｸ4:入
手の際に特定個人情報が漏え
い･紛失するﾘｽｸ-ﾘｽｸに対する
措置の内容

･既存住基ｼｽﾃﾑの端末は、来庁者から見えない
位置に配置するとともに、のぞき見防止ﾌｨﾙﾀｰ
を使用する。
･ﾌﾟﾘﾝﾀは、部外者が出力された帳票を見たり、
持ち去ったりすることができない場所に設置す
る。
･個人番号が記載された帳票の執務室外への持
ち出しは行わない。
･執務室への入退室は、責任者が許可した者に
制限する。
･住民からの届出・申請書等は、入力、削除及び
訂正作業に用いた帳票等とともに、鍵付の書庫
に保管する。

1 申請･届出の際は、窓口の場合は申請者・届出
者本人から直接受け取ることで他に漏れないよ
うにし、郵送の場合は担当課の住所･組織名を
明示していおくことで対象者からの誤送付を防
止する。
2 ｻｰﾋﾞｽ検索･電子申請機能(ﾏｲﾅﾎﾟｰﾀﾙぴったり
ｻｰﾋﾞｽ)からの個人番号を含む申請ﾃﾞｰﾀﾊ、
LGWAN回線による通信により、外部からの盗
聴、漏えいを防止するとともに、通信自体を暗
号化する。
3 申請書･届出書は、受付後は所定のｹｰｽに収
納するなどして、置忘れ･紛失を防止し、最終的
には施錠可能な書庫等に保管する。
4 端末の処理画面は、その設置場所･方向、の
ぞき見防止ﾌｨﾙﾀｰ利用等により、部外者から見
られないようにする。
5 ﾌﾟﾘﾝﾀは、部外者が出力された帳票を見たり、
持ち去ったりすることができない場所に設置す
る。
6 重要性の高い情報の入力は、所定の情報処
理ｼｽﾃﾑ･端末により行うとともに、あらかじめ指
定した事務従事者のみの操作に限定するように
設定する。
7 内部から外部からを問わず、他の情報処理ｼｽ
ﾃﾑから重要性の高い情報を入手するときは、不
正ｱｸｾｽの脅威を防止する措置を施した方法を
用いる。

事前
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-3.特定個人情報の
使用-ﾘｽｸ1:目的を超えた紐付
け、事務に必要のない情報と
の紐付けが行われているﾘｽｸ-
事務で使用するその他のｼｽﾃﾑ
における措置の内容

事務で使用するその他のｼｽﾃﾑにおいても、個人
番号利用事務以外の事務従事者が参照する場
合には、権限管理機能により制御を行う。

事務で使用するその他の情報処理ｼｽﾃﾑにおい
ても、上記の措置を行う。

事前
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-3.特定個人情報の
使用-ﾘｽｸ1:目的を超えた紐付
け、事務に必要のない情報と
の紐付けが行われているﾘｽｸ-
宛名ｼｽﾃﾑ等における措置の内
容

特定個人情報の参照について、ｼｽﾃﾑの権限管理
機能により制御を行い、個人番号利用事務実施
者以外の者が個人番号を含む特定個人情報を
参照できないよう制御を行う。

1 情報処理ｼｽﾃﾑに登録することができる情報の
項目をあらかじめ設定したものに限定すること
で、対象項目以外の情報参照･目的外使用を防
止する。
2 内部外部を問わず、他の情報処理ｼｽﾃﾑとの間
で情報をやり取りするときは、あらかじめ設定
した条件の情報の項目のみに限定し、対象項目
以外の情報参照･目的外使用を防止する。
3 情報処理ｼｽﾃﾑでの情報参照は、あらかじめ指
定した事務従事者のみに限定し、権限のない者
の情報参照･目的外使用を防止する。

事前
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策 1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名-1住民基
本台帳ﾌｧｲﾙ-3.特定個人情報
の使用-ﾘｽｸ2:権限のない者
(元職員、ｱｸｾｽ権のない職員
等)によって不正に使用され
るﾘｽｸ-ﾕｰｻﾞｰ認証の管理-具体
的な管理方法

ｼｽﾃﾑ利用は、所属長が認めた職員等のIDにつ
いて操作権限を割り当て、生体(指静脈)情報と
ともにﾊﾟｽﾜｰﾄﾞによる二要素認証を行ってい
る。

情報を参照できる者をあらかじめ指定し、取り
扱う情報の重要性に応じ、利用者資格(主体識
別･主体認証)、ｱｸｾｽ制御、権限でﾕｰｻﾞｰ管理を
行う。

事前
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-3.特定個人情報の
使用-ﾘｽｸ2:権限のない者(元
職員、ｱｸｾｽ権のない職員等)に
よって不正に使用されるﾘｽｸ-
ｱｸｾｽ権限の管理-具体的な管
理方法

･個人ごとにﾕｰｻﾞｰIDを発行することとし、共用
IDは発行しない。
･ｼｽﾃﾑの管理機能により、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞの定期的な変
更及びﾊﾟｽﾜｰﾄﾞの使い回し防止の制御を行う。

退職や採用、人事異動、組織改正、制度改正に
伴う権限の見直しを迅速かつ的確に行う。

事前
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-3.特定個人情報の
使用-ﾘｽｸ2:権限のない者(元
職員、ｱｸｾｽ権のない職員等)に
よって不正に使用されるﾘｽｸ-
ｱｸｾｽ権限の発効･失効の管理-
具体的な管理方法

・各所属長をｾｷｭﾘﾃｨ責任者とし、職員の所属や
担当に応じて必要な情報にのみｱｸｾｽできるよ
う、権限の付与を行う。
・異動等により所属が変わる際には、速やかに
ﾕｰｻﾞｰ情報の更新を行い、適切な権限設定を維
持するとともに、定期的な点検を行う。
・臨時的に職員へ権限を付与する場合は、必要
なｱｸｾｽの詳細を判断し、所属長の承認を得て発
行・登録する。

1 新たにﾕｰｻﾞｰを指定するときは、事務従事者
が属する課の課長(事務管理者･ｾｷｭﾘﾃｨ責任者)
が職員に付与する利用者資格(主体識別･主体
認証)、ｱｸｾｽ制御、権限を指定し、ｱｸｾｽ権限の発
効･失効を行う権限者に依頼して行う。
2 不要となったﾕｰｻﾞｰを削除するときは、事務
従事者が属する課の課長(事務管理者･ｾｷｭﾘﾃｨ
責任者)が確認し、ｼｽﾃﾑ管理担当者に指示･依頼
する。

事前
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-3.特定個人情報の
使用-ﾘｽｸ3:従事者が事務外で
使用するﾘｽｸ-ﾘｽｸに対する措
置の内容

･ｾｷｭﾘﾃｨ管理規程により業務目的外利用を禁止
するとともに、職員を対象にした情報ｾｷｭﾘﾃｨ研
修を定期的に開催し、職員への周知徹底を図
る。
･各種ﾛｸﾞを取得しているため、業務目的外利用
をした場合には特定可能であることを職員に周
知し、事務外の利用を抑止する。

1 事務従事者の操作時間外のﾛｸﾞｵﾌを徹底す
る。
2 研修等を通じ、事務従事者に対し、行政事務
外の情報使用防止の徹底を図る。

事前
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-3.特定個人情報の
使用-ﾘｽｸ2:権限のない者(元
職員、ｱｸｾｽ権のない職員等)に
よって不正に使用されるﾘｽｸ-
特定個人情報の使用の記録-
具体的な管理方法

･既存住基ｼｽﾃﾑへのﾛｸﾞｲﾝ記録とともに、ｼｽﾃﾑの
操作ﾛｸﾞ(画面遷移、帳票発行等)の記録を行う。
･ﾛｸﾞは一定期間保存する。

1 許可されていない不正な行為(不正ｱｸｾｽ等)
を検知するため、入退室記録、監視ｶﾒﾗの記録、
ﾌｧｲﾙ･ｿﾌﾄｳｪｱ･ﾈｯﾄﾜｰｸ機器へのｱｸｾｽの成功･失
敗･警告･ｴﾗｰ、ﾕｰｻﾞｰのﾛｸﾞｲﾝ･ﾛｸﾞｱｳﾄに関するﾛ
ｸﾞ等を取得し、分析する。
2 ﾛｸﾞは、定められた期間、安全な場所に施錠保
管する。
3 申請書･届出書、出力帳票等を適正に保管し、
必要時に処理者･処理すべき内容を確認できる
ようにする。

事前
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-3.特定個人情報の
使用-ﾘｽｸ4:特定個人情報ﾌｧｲﾙ
が不正に複製されるﾘｽｸ-ﾘｽｸ
に対する措置の内容

･既存住基ｼｽﾃﾑの端末は特定個人情報ﾌｧｲﾙの複
製ができない仕組みとする。
･ｼｽﾃﾑのﾃﾞｰﾀｱｸｾｽについては、操作者ごとに必
要な権限のみを設定し、ｱｸｾｽﾛｸﾞを記録する。
･各端末での外部記憶媒体用のｲﾝﾀｰﾌｪｲｽを封
じ、USBﾒﾓﾘ等への複写ができない仕組みとす
る。

1 事務処理端末への電磁的記録媒体の接続をｼ
ｽﾃﾑにより制御するとともに、媒体内のﾃﾞｰﾀは
暗号化する。
2 行政事務で取り扱う情報が記録された可搬
媒体は、安全な場所に施錠保管する。
3 端末の処理画面は、その設置場所･方向、の
ぞき見防止ﾌｨﾙﾀｰ利用等により、部外者から見
られないようにする。
4 ﾌﾟﾘﾝﾀは、部外者が出力された帳票を見たり、
持ち去ったりすることができない場所に設置す
る。

事前
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-4.特定個人情報ﾌｧｲ
ﾙの取扱の委託-情報保護管理
体制の確認

委託契約書及び特定個人情報に係る覚書(特記
事項)にて、特定個人情報保護管理体制に関す
る以下の文書の提出を義務づける。
(1)情報ｾｷｭﾘﾃｨ及び特定個人情報保護に関する
社内規程又は基準
(2)以下の内容を含む従事者名簿
ｱ 特定個人情報保護の責任者の氏名及び連絡
先
ｲ 委託業務において特定個人情報を取り扱う者
の氏名及び業務執行場所
ｳ 事故発生時の連絡先
(3)個人情報保護に関する従事者教育の実施

1 情報ｾｷｭﾘﾃｨ対策･個人情報保護に関する社内
規定･作業者への教育実施を確認する。
2 責任者の氏名･連絡先、事故発生時の緊急連
絡先を確認する。
3 委託事業者に必要な認証等の資格を確認す
る。
4 必要に応じ、報告書の徴取、目黒区職員によ
る立入調査を行う。

事前
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-4.特定個人情報ﾌｧｲ
ﾙの取扱の委託-特定個人情報
の提供ﾙｰﾙ-委託先から他者へ
の提供に関するﾙｰﾙの内容及
びﾙｰﾙ遵守の確認方法

･委託契約書において、特定個人情報の外部提
供の禁止、執務ｽﾍﾟｰｽ以外への持出禁止及び再
委託の禁止を明記している。
･端末から外部記録媒体を使用して特定個人情
報ﾌｧｲﾙの抽出ができない仕組みとなっている。
･特定個人情報の管理状況等について、定期的
に立入検査を実施する。

委託先から他者への重要性の高い情報の提供
禁止･所定の作業場所外への持出し禁止を契約
書上明記し、情報漏えいを防止する。
なお、可能な場合は、外部記録媒体が使用でき
ないようにする制御を求める。

事前
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-4.特定個人情報ﾌｧｲ
ﾙの取扱の委託-特定個人情ﾌｧ
ｲﾙの取扱いの記録-具体的な
制限方法

･ｼｽﾃﾑの操作履歴(操作ログ)を記録し、不正な
操作時に証跡を追跡できるようにしている。
･申請受付、証明発行、照合作業等、作業ごとに
従事者を記録し、区に報告することを義務付け
ている。

1 作業内容･作業者を記録させ、作業終了報告
書を徴す。
2 区施設内で作業を行わせるときは、入退室の
管理･職員による作業の立ち合いを行う。
3 ﾛｸﾞの記録ができるときは、操作状況を記録
させ、必要に応じて不正な利用がないことを確
認させる。
4 委託先における取扱記録の保存年限を確認
する。
5 委託先において取扱の記録を確認する。

事前
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-4.特定個人情報ﾌｧｲ
ﾙの取扱の委託-特定個人情報
の消去ﾙｰﾙ-ﾙｰﾙの内容及びﾙｰﾙ
遵守の確認方法

･特定個人情報ﾌｧｲﾙを消去するｱｸｾｽ権限を与え
ない。
･不要な紙媒体は区職員が内容を確認のうえ、
全てｼｭﾚｯﾀﾞｰにより裁断処理している。
･必要に応じて、区が立入検査を行えるようにし
ている。

委託先に特定個人情報の消去を行わせるとき
は、物理的な破壊･専用ｿﾌﾄｳｪｱによるﾌｫｰﾏｯﾄ等
により、内容を読み出すことができないように
させ、消去を証する書面の提出を求めることと
し、必要に応じ、実地の検査等により確認するこ
ととする。

事前
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-4.特定個人情報ﾌｧｲ
ﾙの取扱の委託-特定個人情報
の提供ﾙｰﾙ-委託元と委託先間
の提供に関するﾙｰﾙの内容及
びﾙｰﾙ遵守の確認方法

委託元と委託先は同じ執務室内で業務を行っ
ている。特定個人情報の受け渡しは、決められ
た場所で決められた者が行う。

必要情報の受渡しは、所定の場所･所定の方法
で行い、日時･情報の内容･件数等を記録する。

事前
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-4.特定個人情報ﾌｧｲ
ﾙの取扱の委託-委託契約書中
の特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
に関する規定-規定の内容

･特定個人情報の保護に係る受託者の責務
･業務従事者への遵守事項の周知
･再委託の禁止
･秘密の保持
･目的外使用の禁止
･複写複製の禁止
･執務ｽﾍﾟｰｽ以外への持出禁止
･特定個人情報及び執務ｽﾍﾟｰｽの管理
･受託者の遵守事項(私物の持込禁止等)
･区の検査監督権
･事故発生の通知(警察への通報等)
･区の解除権(損害賠償等)

1 機密情報の秘密保持
2 機密情報の指示目的外の使用･第三者への提
供禁止
3 機密情報の複写の禁止又は制御
4 機密情報の事業所からの持出し禁止
5 事故発生時の報告義務
6 違反時の公表・契約解除･損害賠償
7 作業場所･使用情報処理ｼｽﾃﾑの制限･事前届
出
8 特定個人情報を取扱う業務については、使用
する情報処理ｼｽﾃﾑに関する設備要件
9 特定個人情報を取扱う業務については、契約
内容の遵守状況･情報の管理状況の報告義務

事前
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-4.特定個人情報ﾌｧｲ
ﾙの取扱の委託-再委託先によ
る特定個人情報ﾌｧｲﾙの適切な
取扱いの確保

[ 再委託していない ] [ 十分に行っている ] 事前
重要な変更
自治体システム標準化に伴う
変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-5.特定個人情報の
提供･移転(委託や情報提供ﾈｯ
ﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑを通じた提供を除
く。)-ﾘｽｸ1:不正な提供･移転
が行われるﾘｽｸ-特定個人情報
の提供･移転の記録-具体的な
方法

提供・移転の記録(端末、職員、対象住民及び照
会日時等)がｼｽﾃﾑに逐一保存される。

1 内部から外部からを問わず、他の業務へ情報
を定期的に提供するときは、法令･依頼書等に
基づき、あらかじめ設定した頻度で、あらかじめ
設定した条件の情報のみを提供するようにす
る。
2 内部から外部からを問わず、他の業務へ不定
期な情報提供の場合は、照会書･依頼書を受け、
随時意思決定するとともに、ﾛｸﾞ･意思決定文書
等により、提供の記録を管理する。
3 内部から外部からを問わず、他の業務から提
供を受けた場合において、その情報を参照した
ときは、処理記録、申請書・届出書･その他の帳
票により、提供を受けた旨の記録を管理する。

事前
重要な変更
自治体システム標準化に伴う
変更

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-4.特定個人情報ﾌｧｲ
ﾙの取扱の委託-再委託先によ
る特定個人情報ﾌｧｲﾙの適切な
取扱いの確保-具体的な方法

―

1 目黒区が承諾した場合に限り、再委託を認め
ており、再委託先における特定個人情報ﾌｧｲﾙの
取扱いについては、委託先と同様の措置を行わ
せるものとし、その旨契約書に明記する。
2 再委託の際は、再委託の状況について報告を
求めることとする。

事前
重要な変更
自治体システム標準化に伴う
変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-5.特定個人情報の
提供･移転(委託や情報提供ﾈｯ
ﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑを通じた提供を除
く。)-ﾘｽｸ2不適切な方法で提
供･移転が行われるﾘｽｸ-ﾘｽｸに
対する措置の内容

･既存住基ｼｽﾃﾑの端末には外部記憶媒体の接続
ができないよう設定されている。
･ｼｽﾃﾑ操作者の権限設定は、担当する業務の内
容に応じて設定し、ｱｸｾｽﾛｸﾞを記録している。

1 法令に基づく情報の提供については、その法
令で定める情報･項目について、法令･法令に基
づく基準で定める方法に則り、提供する。
2 個人情報の目的外利用･外部提供に該当する
場合には、所定の手続きを経た上で行うことと
することで、あらかじめ情報提供の適法性を確
保する。

事前
重要な変更
自治体システム標準化に伴う
変更

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-5.特定個人情報の
提供･移転(委託や情報提供ﾈｯ
ﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑを通じた提供を除
く。)-ﾘｽｸ1:不正な提供･移転
が行われるﾘｽｸ-特定個人情報
の提供･移転に関するﾙｰﾙ-ﾙｰﾙ
の内容及びﾙｰﾙ順守の確認方
法

･特定個人情報の移転先は、番号法及び同法に
基づく条例で個人番号を利用することができる
こととされている者に対してのみ提供･移転す
る。

1 許可のないUSBﾒﾓﾘやCD等の可搬媒体への
書込みを禁止する。
2 内部から外部からを問わず、他の業務から重
要性の高い情報の提供を受けるときは、不正ｱｸ
ｾｽの脅威を防止する措置を施した方法を用い
る。

事前
重要な変更
自治体システム標準化に伴う
変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-5.特定個人情報の
提供･移転(委託や情報提供ﾈｯ
ﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑを通じた提供を除
く。)-ﾘｽｸ3:誤った情報を提
供･移転してしまうﾘｽｸ、誤った
相手に提供･移転してしまうﾘｽ
ｸ-ﾘｽｸに対する措置の内容

･番号法及び同法に基づく条例に基づき、定め
られた情報を定められた相手にのみ提供･移転
を行うようｼｽﾃﾑ設定を行う。
･提供及び移転に伴うｼｽﾃﾑ設定を行う際は、事
前に十分な確認及び検証作業を行う。

1 内部から外部からを問わず、他の業務(情報
処理ｼｽﾃﾑ)へ情報を定期的に提供するときは、
あらかじめ設定した条件の情報･項目を、あらか
じめ設定した提供先に連携するようにし、誤っ
た情報の提供を防止する。
2 内部から外部からを問わず、他の業務ｼｽﾃﾑ
(情報処理ｼｽﾃﾑ)へ情報を不定期に提供すると
きは、定型業務の場合はあらかじめ情報･項目
の条件を設定の上、提供先を入念に確認した上
で連携し、定型業務でない場合は適法性･提供
対象の情報･項目･提供先を入念に確認した上
で連携する。

事前
重要な変更
自治体システム標準化に伴う
変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-6.情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸ
ｼｽﾃﾑとの接続-ﾘｽｸ5:不正な提
供が行われるﾘｽｸ-ﾘｽｸに対す
る措置の内容

<既存住基ｼｽﾃﾑ及び団体内統合宛名ｼｽﾃﾑにお
ける措置>
特定個人情報の提供･移転時には、情報照会･情
報提供の記録(端末、職員、対象住民、照会日
時)をﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽに逐一保存することで、不正な
提供を防止する。

<中間ｻｰﾊﾞｰ･ｿﾌﾄｳｪｱにおける措置>
1 情報提供機能(※)により、情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽ
ﾃﾑにおける照会許可用照合ﾘｽﾄを情報提供ﾈｯﾄ
ﾜｰｸｼｽﾃﾑから入手し、中間ｻｰﾊﾞｰにも格納して、
情報提供機能により、照会許可用照合ﾘｽﾄに基
づき情報連携が認められた特定個人情報の提
供の要求であるかﾁｪｯｸを実施している。
2 情報提供機能により、情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑに
情報提供を行う際には、情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑか
ら情報提供許可証と情報照会者へたどり着くた
めの経路情報を受領し、照会内容に対応した情
報を自動で生成して送付することで、特定個人
情報の不正な提供を防止する。
3 特に慎重な対応が求められる情報について
は自動応答を行わないように自動応答不可ﾌﾗ
ｸﾞを設定し、特定個人情報の提供を行う際に、
送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、ｾ
ﾝｼﾃｨﾌﾞな特定個人情報の不正な提供を防止す
る。
4 中間ｻｰﾊﾞｰの職員認証･権限管理機能では、ﾛ
ｸﾞｲﾝ時の職員認証の他に、ﾛｸﾞｲﾝ･ﾛｸﾞｱｳﾄを実
施した職員、時刻、操作内容の記録が実施され
るため、不適切な接続端末の操作や、不適切なｵ
ﾝﾗｲﾝ連携を抑止する仕組みになっている。
(※)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑを使用した特定個人
情報の提供の要求の受領及び情報提供を行う
機能。

<業務ｼｽﾃﾑ及び共通連携基盤ｼｽﾃﾑにおける措
置>
特定の権限者以外は情報の照会及び提供がで
きず、さらに、情報照会･情報提供記録をﾃﾞｰﾀ
ﾍﾞｰｽに逐一保存することで、不適切な方法で特
定個人情報がやりとりされることを防止する。

<中間ｻｰﾊﾞｰ･ｿﾌﾄｳｪｱにおける措置>
1 ｾｷｭﾘﾃｨ管理機能(※)により、情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸ
ｼｽﾃﾑに送信する情報は、情報照会者から受領し
た暗号鍵で暗号化を適切に実施した上で提供
を行う仕組みになっている。
2 中間ｻｰﾊﾞｰの職員認証･権限管理機能では、ﾛ
ｸﾞｲﾝ時の職員認証の他に、ﾛｸﾞｲﾝ･ﾛｸﾞｱｳﾄを実
施した職員、時刻、操作内容の記録が実施され
るため、不適切な接続端末の操作や、不適切なｵ
ﾝﾗｲﾝ連携を抑止する仕組みになっている。
(※)暗号化･複合機能と、鍵情報及び照会許可
用照合ﾘｽﾄを管理する機能。

<中間ｻｰﾊﾞｰにおける措置>
1 中間ｻｰﾊﾞｰと既存ｼｽﾃﾑ、情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
との間は、高度なｾｷｭﾘﾃｨを維持した行政専用の
ﾈｯﾄﾜｰｸ(総合行政ﾈｯﾄﾜｰｸ等)を利用することに
より、不適切な方法で提供されることを防止す
る。
2　中間ｻｰﾊﾞｰと団体についてはVPN等の技術
を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとと
もに、通信を暗号化することで漏えい･紛失を
防止する。
3 中間ｻｰﾊﾞｰの保守･運用を行う事業者におい
ては、特定個人情報に係る業務にはｱｸｾｽできな
いよう管理を行い、不適切な方法での情報提供
を行えないよう管理している。

事前
重要な変更
自治体システム標準化に伴う
変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-6.情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸ
ｼｽﾃﾑとの接続-ﾘｽｸ7:誤った情
報を提供してしまうﾘｽｸ、誤っ
た相手に提供してしまうﾘｽｸ-
情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑとの接続
に伴うその他のﾘｽｸ及びそのﾘ
ｽｸに対する措置

〈前省略〉<既存住基ｼｽﾃﾑ及び団体内統合宛名ｼ
ｽﾃﾑにおける措置>
情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑとの全ての連携(接続)は、
団体内統合宛名ｼｽﾃﾑを介して中間ｻｰﾊﾞｰが行う
構成となっており、～〈以下省略〉

〈前省略〉【業務ｼｽﾃﾑ及び共通連携基盤ｼｽﾃﾑにお
ける措置】
情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑとの全ての連携(接続)は、
共通連携基盤ｼｽﾃﾑの団体内統宛名機能を介し
て中間ｻｰﾊﾞｰが行う構成となっており、～〈以下
省略〉

事前
重要な変更
自治体システム標準化に伴う
変更

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-6.情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸ
ｼｽﾃﾑとの接続-ﾘｽｸ6:不適切な
方法で提供されるﾘｽｸ-ﾘｽｸに
対する措置の内容

<既存住基ｼｽﾃﾑ及び団体内統合宛名ｼｽﾃﾑにお
ける措置>
〈中略〉

2 中間ｻｰﾊﾞｰの職員認証･権限管理機能では、ﾛ
ｸﾞｲﾝ時の職員認証の他に、～〈以下省略〉

<業務ｼｽﾃﾑ及び共通連携基盤ｼｽﾃﾑにおける措
置>
〈中略〉

2 中間ｻｰﾊﾞｰの職員認証機能では、～〈以下省
略〉

事前
重要な変更
自治体システム標準化に伴う
変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-7.特定個人情報の
保管･消去-ﾘｽｸ1:特定個人情
報の漏えい･滅失･毀損ﾘｽｸ-⑤
物理的対策-具体的な対策の
内容

1 区施設内のｻｰﾊﾞｰ設置場所の管理
〈中略〉
3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾀの保管場所の管理
･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾀが格納された電子記録媒体の委
託による外部保管場所は、地震や火災など災害
に対して、媒体(ﾃﾞｰﾀ)の保全の安全性･可用性
を確保できる施設・設備とする。
･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾀは、ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ内で管理する。
4 本特定個人情報を取り扱う部屋の管理
･特定個人情報ﾌｧｲﾙ内のﾃﾞｰﾀの参照･更新をす
ることができる業務端末は、ｾｷｭﾘﾃｨﾜｲﾔｰで固定
する。
･特定個人情報が記載された書類は、鍵付きの
書庫に保管する。
･部外者の立入りを禁止する。
･許可されたもの以外の機器持込み･使用を禁
止する。

<目黒区における措置>
1 区施設内のｻｰﾊﾞｰ設置場所の管理
〈中略〉
(5)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾀは、ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ内で管理する。
3 本特定個人情情報を取扱う執務場所の管理
(1)特定個人情報ﾌｧｲﾙ内のﾃﾞｰﾀの参照･更新を
することができる業務端末は、ｾｷｭﾘﾃｨﾜｲﾔｰで固
定する。
(2)特定個人情報が記載された書類は、鍵付き
の書庫に保管する。
(3)部外者の立入りを禁止する。
(4)許可されたもの以外の機器の持込み･使用
を禁止する。
〈中略〉
<ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｸﾗｳﾄﾞにおける措置>
1 ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｸﾗｳﾄﾞについては政府情報ｼｽﾃﾑのｾｷｭ
ﾘﾃｨ制度(ISMAP)のﾘｽﾄに登録されたｸﾗｳﾄﾞｻｰ
ﾋﾞｽから調達することとしており、ｼｽﾃﾑのｻｰﾊﾞｰ
等は、ｸﾗｳﾄﾞ事業者が保有･管理する環境に構築
し、その環境には認可された者だけがｱｸｾｽでき
るよう適切な入退室管理策を行っている。
2 事前に許可されていない装置等に関しては、
外部に持出できないこととしている。

事前
重要な変更
自治体システム標準化に伴う
変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-7.特定個人情報の
保管･消去-ﾘｽｸ1:特定個人情
報の漏えい･滅失･毀損ﾘｽｸ-⑥
技術的対策-具体的な対策の
内容

<目黒区における対策>
1 ｼｽﾃﾑは、不正な侵入への対策が施された固有
のﾈｯﾄﾜｰｸにより構成され、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄとの接続は
行っていない。
2 既存住基ｼｽﾃﾑの端末には外部記憶媒体の接
続ができないよう設定されている。
3 ｼｽﾃﾑ操作者の権限設定は、担当する業務の内
容に応じて詳細に設定し、ｱｸｾｽﾛｸﾞを記録してい
る。〈以下省略〉

<目黒区における措置>
1 事務で使用する情報処理ｼｽﾃﾑは、特定個人情
報を取扱うものであることから、不正な侵入へ
の対策が施された固有のﾈｯﾄﾜｰｸによる構成と
し、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄとの接続は行わないこととする。
2 情報の漏えい･改ざん・破壊を防止するため、
ｳｲﾙｽ対策ｿﾌﾄ適用、所定のｿﾌﾄｳｪｱ以外の導入･
使用禁止等の措置を行う。
3 事務処理端末は、外部記憶媒体の接続がで
きないよう設定する。
4 ｼｽﾃﾑ操作者の権限設定は、担当する業務の内
容に応じて詳細に設定し、ｱｸｾｽﾛｸﾞを記録する。
〈中略〉

<ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｸﾗｳﾄﾞにおける措置>
1 国及びｸﾗｳﾄﾞ事業者は利用者のﾃﾞｰﾀにｱｸｾｽし
ない契約等となっている。
2 地方公共団体が委託したASP(「地方公共団
体情報ｼｽﾃﾑのｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｸﾗｳﾄﾞの利用に関する基
準」に規定する「ASP」をいう。以下同じ。)又は
ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｸﾗｳﾄﾞ運用管理補助者(利用基準に規定
する「ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｸﾗｳﾄﾞ運用管理補助者」をいう。以
下同じ。)は、ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｸﾗｳﾄﾞが提供するﾏﾈｰｼﾞﾄﾞ
ｻｰﾋﾞｽにより、ﾈｯﾄﾜｰｸｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ、ﾃﾞｰﾀｱｸｾｽﾊﾟﾀｰ
ﾝ、ｱｶｳﾝﾄ動作等について継続的にﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを行
うとともに、ﾛｸﾞ管理を行う。
3 ｸﾗｳﾄﾞ事業者は、ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｸﾗｳﾄﾞに対するｾｷｭﾘ
ﾃｨの脅威に対し、脅威検出やDDos対策を24
時間365日講ずる。

事前
重要な変更
自治体システム標準化に伴う
変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

4 ｸﾗｳﾄﾞ事業者は、ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｸﾗｳﾄﾞに対し、ｳｲﾙｽ
対策ｿﾌﾄを導入し、ﾊﾟﾀｰﾝﾌｧｲﾙの更新を行う。
5 地方公共団体が委託したASP又はｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｸ
ﾗｳﾄﾞ運用管理補助者は、導入しているOS及びﾐ
ﾄﾞﾙｳｪｱについて、必要に応じてｾｷｭﾘﾃｨﾊﾟｯﾁの適
用を行う。
6 ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｸﾗｳﾄﾞの特定個人情報を保有するｼｽﾃ
ﾑを構築する環境は、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄとは切り離された
閉域ﾈｯﾄﾜｰｸを構成する。
7 地方公共団体やASP又はｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｸﾗｳﾄﾞ運用
管理補助者の運用保守地点からｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｸﾗｳﾄﾞ
への接続については、閉域ﾈｯﾄﾜｰｸで構成する。
8 地方公共団体が管理する業務ﾃﾞｰﾀは、国及び
ｸﾗｳﾄﾞ事業者がｱｸｾｽできないよう制御を講ず
る。

事前
重要な変更
自治体システム標準化に伴う
変更

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-7.特定個人情報の
保管･消去-ﾘｽｸ2:特定個人情
報が古い情報のまま保管され
続けるﾘｽｸ-ﾘｽｸに対する措置
の内容

・住民からの届出又は通知等により、住民記録
ﾌｧｲﾙをその都度更新することで、情報が正確で
あることを確保する。
･消除後一定期間経過したﾃﾞｰﾀは、ｼｽﾃﾑ機能に
より消去する。

1 登録する情報の更新を要する情報処理ｼｽﾃﾑ
については、その内容が陳腐化しないように、
更新作業時に更新結果を確認するようにする。
2 申請･届出等の手続がされない場合を想定
し、法令等に基づいた実地調査等を行い、正確
な記録を確保する。
3 他の情報処理ｼｽﾃﾑから提供を受けている情
報については、必要に応じ、元の情報との整合
性を確認する。

事前
重要な変更
自治体システム標準化に伴う
変更

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-7.特定個人情報の
保管･消去-ﾘｽｸ1:特定個人情
報の漏えい･滅失･毀損ﾘｽｸ-⑨
過去3年以内に評価実施機関
において、個人情報に関する
重大事故が発生したか-再発
防止策の内容

―
情報ｾｷｭﾘﾃｨに関する事故が発生した場合には、
その対処後、原因を究明し、情報ｾｷｭﾘﾃｨ対策の
見直し･再周知等を行い、再発を防止する。

事前
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1.特
定個人情報ﾌｧｲﾙ名 1住民基本
台帳ﾌｧｲﾙ-7.特定個人情報の
保管･消去-ﾘｽｸ3:特定個人情
報が消去されずいつまでも存
在するﾘｽｸ-消去手順-手順の
内容

消除後一定期間経過したﾃﾞｰﾀは、ｼｽﾃﾑ機能によ
り消去する。

〈目黒区における措置〉
1 法令等の定めによる保存期間が経過したﾃﾞｰ
ﾀは一定期間経過後に消去する。
2 消去の際は、物理的な破壊、消去ｿﾌﾄの使用
等により、判読不能な状態にする。

〈ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｸﾗｳﾄﾞにおける措置〉
ﾃﾞｰﾀの復元がされないように、ｸﾗｳﾄﾞ事業者に
おいて、NIST 800-88、ISO/IEC 27001
等に準拠したﾌﾟﾛｾｽにしたがって確実にﾃﾞｰﾀを
消去する。

事前
重要な変更
自治体システム標準化に伴う
変更

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1特定
個人情報ﾌｧｲﾙ名 2本人確認
情報ﾌｧｲﾙ-3.特定個人情報の
使用-ﾘｽｸ1:目的を超えた紐付
け、事務に必要のない情報と
の紐付けが行われるﾘｽｸ-事務
で使用するその他のｼｽﾃﾑにお
ける措置の内容

･庁内ｼｽﾃﾑにおける市町村CSへのｱｸｾｽは、既存
住基ｼｽﾃﾑに限定しており、他のｼｽﾃﾑからの侵入
を防ぐ対策を行っている。
･既存住基ｼｽﾃﾑと市町村CS間では、法令に基づ
く事務で使用する以外の情報の紐付けは行わ
ない。
･市町村CSでは、住基ﾈｯﾄの管理及び運用に必
要なｿﾌﾄｳｪｱ以外作動させない。

庁内ｼｽﾃﾑにおける市町村CSへのｱｸｾｽは既存住
基ｼｽﾃﾑに限定しており、また、既存住基ｼｽﾃﾑと
市町村CS間では、法令に基づく事務で使用す
る以外の情報との紐付けは行わない。
なお、市町村CSのｻｰﾊﾞ上には住民基本台帳ﾈｯﾄ
ﾜｰｸｼｽﾃﾑの管理及び運用に必要なｿﾌﾄｳｪｱ以外作
動させず、また、市町村CSが設置されたｾｸﾞﾒﾝﾄ
にあるﾊﾌﾞには権限の無い者が機器を接続でき
ないよう、適切な対策(物理的なｱｸｾｽ制限、
MACｱﾄﾞﾚｽによるﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ等)を講ずる。

事前
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1特定
個人情報ﾌｧｲﾙ名 2本人確認
情報ﾌｧｲﾙ-2.特定個人情報の
入手(情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑを
通じた入手を除く。)-ﾘｽｸ1:目
的外の入手が行われるﾘｽｸ-必
要な情報以外を入手すること
を防止するための措置の内容

・平成14年6月10日総務省告示第334号(第
6-6 本人確認情報の通知及び記録)〈以下省
略〉

1 平成14年6月10日総務省告示第334号（第
6-7 本人確認情報の通知及び記録)〈以下省
略〉

事前
重要な変更
法令改正に伴う変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1特定
個人情報ﾌｧｲﾙ名 2本人確認
情報ﾌｧｲﾙ-3.特定個人情報の
使用-ﾘｽｸ2:権限のない者(元
職員、ｱｸｾｽ権限のない職員
等)によって不正に使用され
るﾘｽｸ-ｱｸｾｽ権限の管理-具体
的な管理方法

〈前省略〉～定期的な点検を行う。

〈前省略〉～定期的な点検を行う。
3　不正ｱｸｾｽを分析するために、市町村CS及び
統合端末においてｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの操作履歴の記録
を取得し、保管する。

事前
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1特定
個人情報ﾌｧｲﾙ名 2本人確認
情報ﾌｧｲﾙ-4.特定個人情報ﾌｧｲ
ﾙの取扱いの委託-特定個人情
報ﾌｧｲﾙの取扱いの記録-具体
的な制限方法

ｼｽﾃﾑのｱｸｾｽ履歴･操作履歴を記録し、7年間保
存する(磁気媒体等外部保管業務は対象外)。

1 作業内容･作業者を記録させ、作業終了報告
書を徴す。
2 区施設内で作業を行わせるときは、入退室の
管理･職員による作業の立ち合いを行う。
3 ｼｽﾃﾑのｱｸｾｽ履歴･操作履歴を記録し、7年間
保存する。また、必要に応じて不正な利用がな
いことを確認する。
4 委託先における取扱記録の保存年限を確認
する。
5 委託先において取扱の記録を確認する。
※磁気媒体等外部保管業務は対象外

事前
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日
Ⅳその他ﾘｽｸ対策-1.監査-②
監査-具体的な内容

〈前省略〉～定期的に監査を行うこととしてい
る。

〈前省略〉～定期的に監査を行うこととしてい
る。
<ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｸﾗｳﾄﾞにおける措置>
ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｸﾗｳﾄﾞについては政府情報ｼｽﾃﾑのｾｷｭﾘ
ﾃｨ制度(ISMAP)のﾘｽﾄに登録されたｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞ
ｽから調達することとしており、ISMAPにおい

事前
重要な変更
自治体システム標準化に伴う
変更

令和5年9月1日

Ⅲ特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱い
ﾌﾟﾛｾｽにおけるﾘｽｸ対策-1特定
個人情報ﾌｧｲﾙ名 2本人確認
情報ﾌｧｲﾙ-4.特定個人情報ﾌｧｲ
ﾙの取扱いの委託-委託契約書
中の特定個人情報ﾌｧｲﾙの取扱
いに関する規程-規定の内容

･秘密保持
･指示目的外の使用･第三者への提供禁止
･複写・複製の禁止･制限
･作業場所からの持出し禁止
･事故発生時の報告義務
･違反時の公表・契約解除･損害賠償
･作業場所･使用機器の制限･事前届出
･使用ｼｽﾃﾑの設備要件
･契約内容の遵守状況･情報の管理状況の報告

1 機密情報の秘密保持
2 機密情報の指示目的外の使用･第三者への提
供禁止
3 機密情報の複写の禁止又は制御
4 機密情報の事業所からの持出し禁止
5 事故発生時の報告義務
6 違反時の公表･契約解除･損害賠償
7 作業場所･使用情報処理ｼｽﾃﾑの制限･事前届
出
8 特定個人情報を取扱う業務については、使用
する情報処理ｼｽﾃﾑに関する設備要件
9 特定個人情報を取扱う業務については、契約
内容の遵守状況･情報の管理状況の報告義務

事前
重要な変更の対象項目である
が、重要な変更には該当しな
い変更

令和5年9月1日

Ⅴ開示請求、問合せ-1.特定個
人情報の開示･訂正･利用停止
請求-④個人情報ﾌｧｲﾙ簿の公
表-個人情報ﾌｧｲﾙ名

個人情報業務登録簿に記載の名称 個人情報ﾌｧｲﾙ簿に記載の名称 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅴ開示請求、問合せ-1.特定個
人情報の開示・訂正･利用停止
請求-②請求方法-特記事項

目黒区公式ホームページにおいて〈以下省略〉 目黒区公式ウェブサイトにおいて〈以下省略〉 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日
Ⅳその他ﾘｽｸ対策-3.その他の
ﾘｽｸ対策

<その他のﾘｽｸ>〈以下省略〉

<その他のﾘｽｸ①>
〈中略〉
<その他のﾘｽｸ②>
ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｸﾗｳﾄﾞに係るその他のﾘｽｸ
<ﾘｽｸに対する措置の内容>
ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｸﾗｳﾄﾞ上での業務ﾃﾞｰﾀの取扱について

事前
重要な変更
自治体システム標準化に伴う
変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日
Ⅵ評価実施手続-2.国民･住民
からの意見の聴取-①方法

目黒区ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ手続要綱に基づき意見公募
手続を実施した。実施に当たっては、区報に実
施についての記事を掲載するとともに、区公式
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ及び総合庁舎その他区有施設39か所
において評価書及び評価書に係る資料を公開
し、広く区民等の意見を求めた。

区報に実施についての記事を掲載するととも
に、区公式ｳｪﾌﾞｻｲﾄ及び総合調査その他区施設
において評価書(変更案)を公開し、意見を受け
付ける。

事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日
Ⅵ評価実施手続-1.基礎項目
評価-①実施日

― 令和5年9月1日 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅴ開示請求、問合せ-1.特定個
人情報の開示･訂正･利用停止
請求-④個人情報ﾌｧｲﾙ簿の公
表-公表場所

目黒区総合庁舎本館１階区政情報ｺｰﾅｰ
目黒区総合庁舎本館１階区政情報ｺｰﾅｰ、目黒区
公式ｳｪﾌﾞｻｲﾄ

事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日
Ⅵ評価実施手続-3.第三者点
検-②方法

目黒区情報公開･個人情報保護審議会において
点検を行う。

目黒区情報公開･個人情報保護審議会における
点検。

事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日
Ⅵ評価実施手続-3.第三者点
検-①実施日

― 令和6年2月5日 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

Ⅵ評価実施手続-2.国民･住民
からの意見の聴取-②実施日･
期間

― 令和5年12月1日から令和6年1月4日まで 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番6-法令上の根拠

番号法別表第2の8の項 番号法別表第2の9の項 事前
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番8-法令上の根拠

番号法別表第2の11の項 番号法別表第2の13の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番7-法令上の根拠

番号法別表第2の9の項 番号法別表第2の11の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番11-法令上の根拠

番号法別表第2の20の項 番号法別表第2の32の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番10-法令上の根拠

番号法別表第2の18の項 番号法別表第2の25の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番9-法令上の根拠

番号法別表第2の16の項 番号法別表第2の18の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番13-提供先における
用途

地方税法（昭和25年法律第226号）その他の
地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく
条例による地方税の賦課徴収に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

地方税法（昭和25年法律第226号）その他の
地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく
条例又は森林環境税及び森林環境譲与税に関
する法律による地方税又は森林環境税の賦課
徴収に関する事務であって主務省令で定めるも
の

事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番13-法令上の根拠

番号法別表第2の27の項 番号法別表第2の38の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番12-法令上の根拠

番号法別表第2の23の項 番号法別表第2の34の項 事前
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番16-法令上の根拠

番号法別表第2の34の項 番号法別表第2の47の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番15-法令上の根拠

番号法別表第2の31の項 番号法別表第2の42の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番14-法令上の根拠

番号法別表第2の30の項 番号法別表第2の41の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番19-法令上の根拠

番号法別表第2の38の項 番号法別表第2の51の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番18-法令上の根拠

番号法別表第2の37の項 番号法別表第2の49の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番17-法令上の根拠

番号法別表第2の35の項 番号法別表第2の48の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番21-法令上の根拠

番号法別表第2の40の項 番号法別表第2の54の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番20-法令上の根拠

番号法別表第2の39の項 番号法別表第2の53の項 事前
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番22-法令上の根拠

番号法別表第2の42の項 番号法別表第2の56の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番25-法令上の根拠

番号法別表第2の54の項 番号法別表第2の68の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番24-法令上の根拠

番号法別表第2の53の項 番号法別表第2の67の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番23-法令上の根拠

番号法別表第2の48の項 番号法別表第2の62の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番28-法令上の根拠

番号法別表第2の59の項 番号法別表第2の76の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番27-法令上の根拠

番号法別表第2の58の項 番号法別表第2の75の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番26-法令上の根拠

番号法別表第2の57の項 番号法別表第2の73の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番29-法令上の根拠

番号法別表第2の61の項 番号法別表第2の78の項 事前
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番31-法令上の根拠

番号法別表第2の66の項 番号法別表第2の83の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番30-法令上の根拠

番号法別表第2の62の項 番号法別表第2の79の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番34-法令上の根拠

番号法別表第2の74の項 番号法別表第2の97の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番33-法令上の根拠

番号法別表第2の70の項 番号法別表第2の89の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番32-法令上の根拠

番号法別表第2の67の項 番号法別表第2の84の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番37-法令上の根拠

番号法別表第2の84の項 番号法別表第2の108の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番36-法令上の根拠

番号法別表第2の80の項 番号法別表第2の104の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番35-法令上の根拠

番号法別表第2の77の項 番号法別表第2の100の項 事前
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番40-法令上の根拠

番号法別表第2の91の項 番号法別表第2の121の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番39-法令上の根拠

番号法別表第2の89の項 番号法別表第2の119の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番38-法令上の根拠

番号法別表第2の85の2の項 番号法別表第2の114の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番43-法令上の根拠

番号法別表第2の96の項 番号法別表第2の129の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番42-法令上の根拠

番号法別表第2の93の項 番号法別表第2の124の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番41-法令上の根拠

番号法別表第2の92の項 番号法別表第2の122の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番45-法令上の根拠

番号法別表第2の101の項 番号法別表第2の134の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番44-法令上の根拠

番号法別表第2の97の項 番号法別表第2の130の項 事前
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番46-法令上の根拠

番号法別表第2の102の項 番号法別表第2の135の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番49-法令上の根拠

番号法別表第2の106の項 番号法別表第2の140の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番48-法令上の根拠

番号法別表第2の105の項 番号法別表第2の139の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番47-法令上の根拠

番号法別表第2の103の項 番号法別表第2の137の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番52-法令上の根拠

番号法別表第2の111の項 番号法別表第2の145の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番51-法令上の根拠

番号法別表第2の108の項 番号法別表第2の142の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番50-法令上の根拠

番号法別表第2の107の項 番号法別表第2の141の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番53-法令上の根拠

番号法別表第2の112の項 番号法別表第2の146の項 事前
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番55-法令上の根拠

番号法別表第2の114の項 番号法別表第2の148の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番54-法令上の根拠

番号法別表第2の113の項 番号法別表第2の147の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番58-法令上の根拠

番号法別表第2の120の項 番号法別表第2の155の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番57-法令上の根拠

番号法別表第2の117の項 番号法別表第2の152の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添4)情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じた特定個人情報ﾌｧｲﾙの提供
先-通番56-法令上の根拠

番号法別表第2の116の項 番号法別表第2の151の項 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番3-備考

番号法別表第1の8の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の9の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番1-備考

番号法別表第1の7の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の8の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番1-個人番号の利用が可
能な事務

〈前省略〉児童及びその家庭についての調査及
び判定、小児慢性特定疾病医療費、〈以下省略〉

〈前省略〉児童及びその家庭についての調査及
び判定、保育士の登録、小児慢性特定疾病医療
費の支給、小児慢性特定疾病要支援者証明事業
の実施、〈以下省略〉

事前
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番9-備考

番号法別表第1の11の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の20の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番6-備考

番号法別表第1の10の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の14の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番5-備考

番号法別表第1の9の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の10の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番13-備考

番号法別表第1の15の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の23の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番11-備考

番号法別表第1の14の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の22の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番10-備考

番号法別表第1の12の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の21の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番14-備考

番号法別表第1の16の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の24の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番14-個人番号の利用が
可能な事務

〈前省略〉条例又は特別法人事業税及び特別法
人事業譲与税に関する法律(平成31年法律第4
号)による地方税若しくは特別法人事業税の賦
課徴収又は地方税若しくは特別法人事業税に
〈以下省略〉

〈前省略〉条例、森林環境税及び森林環境譲与税
に関する法律又は特別法人事業税及び特別法
人事業譲与税に関する法律(平成31年法律第4
号)による地方税、森林環境税若しくは特別法
人事業税の賦課徴収又は地方税、森林環境税若
しくは特別法人事業税に〈以下省略〉

事前
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番16-備考

番号法別表第1の30の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の44の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番20-備考

番号法別表第1の37の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の56の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番19-備考

番号法別表第1の34の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の51の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番18-備考

番号法別表第1の31の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の46の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番23-備考

番号法別表第1の44の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の64の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番22-備考

番号法別表第1の43の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の63の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番21-備考

番号法別表第1の41の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の61の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番24-備考

番号法別表第1の45の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の65の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番26-備考

番号法別表第1の47の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の67の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番25-備考

番号法別表第1の46の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の66の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番29-備考

番号法別表第1の56の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の81の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番27-備考

番号法別表第1の49の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の70の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番27-個人番号の利用が
可能な事務

母子保健法(昭和40年法律第141号)による保
健指導、〈中略〉費用の徴収又は母子健康包括支
援ｾﾝﾀｰの事業の〈以下省略〉

母子保健法(昭和40年法律第141号)による相
談、支援、保健指導、〈中略〉費用の徴収又はこ
ども家庭ｾﾝﾀｰの事業の〈以下省略〉

事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番33-備考

番号法別表第1の68の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の100の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番32-備考

番号法別表第1の63の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の95の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番30-備考

番号法別表第1の59の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の85の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番36-備考

番号法別表第1の83の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の116の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番35-備考

番号法別表第1の76の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の111の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番34-備考

番号法別表第1の70の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の105の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番41-備考

番号法別表第1の95の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の128の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番40-備考

番号法別表第1の94の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の127の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番37-備考

番号法別表第1の84の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の117の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番43-備考

番号法別表第1の101の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の135の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更

令和5年9月1日

(別添5)特定個人情報ﾌｧｲﾙ
(住民基本台帳ﾌｧｲﾙ)の移転先
-連番42-備考

番号法別表第1の100の項下欄に掲げる事務 番号法別表第1の134の項下欄に掲げる事務 事前
重要な変更には該当しない変
更


